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第一部 【証券情報】

 

第１ 【募集要項】

 

１ 【新規発行新株予約権付社債（第１回新株予約権付社債）】
 

銘柄 株式会社メニコン第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(転

換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付)(以下、「第１

回転換社債」といい、文脈に応じて個別に又は第２回転換社債

と総称して「本転換社債」といい、そのうち社債のみを「本社

債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という。)

記名・無記名の別 －

券面総額又は振替社債の総額 金4,000,000,000円

各社債の金額 金100,000,000円

発行価額の総額 金4,040,000,000円

発行価格 各社債の金額100円につき金101円

但し、本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものと

する。

利率 本社債には利息を付さない。

利払日 該当事項なし。

利息支払の方法 該当事項なし。

償還期限 2021年６月７日

償還の方法 １．償還金額

各社債の金額100円につき金100円

但し、繰上償還の場合は本欄第２項第(3)号乃至第(7)号に

定める金額とする。

２．社債の償還の方法及び期限

(1) 本社債は、2021年６月７日にその総額を償還する。但

し、繰上償還に関しては本項第(3)号乃至第(7)号に定め

るところによる。

(2) 本社債を償還すべき日(本項第(3)号乃至第(7)号の規定に

より本社債を繰上償還する日を含み、以下「償還日」と

いう。)が東京における銀行休業日にあたるときは、その

支払いは前銀行営業日に繰り上げる。
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 (3) 120％ソフトコール条項による繰上償還

①　当社は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」とい

う。)における当社普通株式の普通取引の終値(気配表

示を含まない。以下本項において同じ。)がある20連続

取引日(「取引日」とは、取引所において当社普通株式

の普通取引が行われる日をいう。本項第(5)号③、本項

第(6)号②及び本項第(7)号②における場合を除き、以

下、本「１　新規発行新株予約権付社債(第１回新株予

約権付社債)」において同じ。)にわたり、各取引日に

おける当該終値が当該取引日に適用のある転換価額(別

記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第１項第(3)号

に定義する。以下同じ。)の120％以上であった場合、

当該20連続取引日の最終日から15日以内に必要事項を

公告した上で(但し、当該公告を行うことができる日は

2019年６月７日以降2021年４月26日までとする。)、当

該公告において指定した償還日(かかる償還日は、当該

公告の日から30日目以降60日目までのいずれかの日

で、かつ銀行営業日とする。償還日は2019年８月６日

以降2021年５月25日までとする。)に、残存する本社債

の全部(一部は不可)を、各社債の金額100円につき金

100円で繰上償還することができる。なお、当社が当社

普通株式の株式分割又は当社普通株式に対する当社普

通株式の無償割当て(以下、本「１　新規発行新株予約

権付社債(第１回新株予約権付社債)」において「株式

分割等」という。)を行う場合、当該株式分割等の基準

日(基準日を定めない場合は、効力発生日の前日とし、

基準日又は効力発生日の前日が取引日でない場合は、

それらの直前の取引日とする。以下本号において同

じ。)の２取引日前の日から当該株式分割等の基準日ま

での３取引日(当該基準日を含む。)についての本条項

の適用にあたっては、別記「新株予約権の行使時の払

込金額」欄第２項第(2)号②の規定にかかわらず、当該

各取引日の１か月前の応当日(応当日がない場合には当

該各取引日の前月末日とする。)における当社の発行済

普通株式数から、当該日における当社の有する当社普

通株式数を控除した株式数を既発行株式数とし、当該

株式分割等により交付されることとなる株式数を交付

株式数として、別記「新株予約権の行使時の払込金

額」欄第２項第(1)号に定める新株式発行等による転換

価額調整式により算出された転換価額をもって、当該

各取引日に適用のある転換価額とする。

②　当社は、本号①に定める公告を行った後は、当該公告

に係る繰上償還を取消すことはできない。

(4) クリーンアップ条項による繰上償還

①　本号の繰上償還の公告を行う前のいずれかの時点にお

いて、残存する本社債の金額の合計額が発行時の本社

債の金額の合計額の10％を下回った場合、当社は、必

要事項を公告した上で(但し、当該公告を行うことがで

きる日は2021年５月７日までとする。)、当該公告にお

いて指定した償還日(かかる償還日は、当該公告の日か

ら30日目以降60日目までのいずれかの日で、かつ銀行

営業日とする。)に、残存する本社債の全部(一部は不

可)を、各社債の金額100円につき金100円で繰上償還す

ることができる。

②　当社は、本号①に定める公告を行った後は、当該公告

に係る繰上償還を取消すことはできない。
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 (5) 組織再編行為による繰上償還

①　組織再編行為(本号⑤に定義する。)が当社の株主総会で承認

された場合(株主総会の承認が不要な場合は取締役会で承認

した場合又は会社法に従いその他当社の機関が決定した場

合)において、当社が、(イ)別記「組織再編行為に伴う新株

予約権の交付に関する事項」欄に従って承継新株予約権(同

欄に定義する。)を交付することができない場合、又は(ロ)

組織再編行為の承認若しくは決定の日(以下「承認日」とい

う。)までに、財務代理人に対し、承継会社等(本号⑥に定義

する。)が理由の如何を問わず当該組織再編行為の効力発生

日において日本の金融商品取引所における上場会社であるこ

とを、当社としては予定していない旨を記載し、当社の代表

者が署名した証明書を交付した場合には、当社は、償還日

(当該組織再編行為の効力発生日又はそれ以前の日で、かつ

銀行営業日とする。)の30日前までに償還日、償還金額その

他の必要な事項を公告した上で、残存する本社債の全部(一

部は不可)を、本号②乃至④に従って決定される償還金額(以

下「組織再編行為償還金額」という。)で繰上償還する。

②　組織再編行為償還金額は、参照パリティ(本号③に定義す

る。)及び償還日に応じて下記の表(本社債の各社債の金額に

対する割合(百分率)として表示する。)に従って決定され

る。

組織再編行為償還金額(％)

償還日
参照パリティ

70％ 80％ 90％ 100％ 110％ 120％ 130％ 140％ 150％

2018年

６月７日
97.22 99.52 103.08 108.01 114.27 121.78 130.40 140.00 150.00

2019年

６月７日
97.78 99.50 102.60 107.24 113.36 120.83 130.00 140.00 150.00

2020年

６月７日
98.56 99.33 101.52 105.78 112.19 120.38 130.00 140.00 150.00

2021年

５月25日
99.94 99.94 99.94 100.00 110.00 120.00 130.00 140.00 150.00

 

 
(注)　上記表中の数値は、2018年５月18日現在における見込みの数

値であり、転換価額の決定時点における金利、当社普通株式

の株価、ボラティリティ及びその他の市場動向を勘案した当

該償還時点における本転換社債の価値を反映する金額となる

ように、当社代表執行役社長又はその代理人が、当社取締役

会の授権に基づき、転換価額の決定と同時に決定する。
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 ③　「参照パリティ」は、(イ)当該組織再編行為に関して

当社普通株式の株主に支払われる対価が金銭のみであ

る場合には、当社普通株式１株につき支払われる当該

金銭の額を、当該組織再編行為の承認日時点で有効な

転換価額で除して得られた値(小数第５位まで算出し、

小数第５位を四捨五入し、これを百分率で表示する。)

とし、(ロ)上記(イ)以外の場合には、会社法に基づき

当社の取締役会その他当社の機関において当該組織再

編行為の条件(当該組織再編行為に関して支払われ又は

交付される対価を含む。)が承認又は決定された日(か

かる承認又は決定の日よりも後に当該組織再編行為の

条件が公表される場合にはかかる公表の日)の直後の取

引日に始まる５連続取引日の取引所における当社普通

株式の普通取引の終値の平均値(円位未満小数第２位ま

で算出し、小数第２位を四捨五入する。)を、当該５連

続取引日の最終日時点で有効な転換価額で除して得ら

れた値(小数第５位まで算出し、小数第５位を四捨五入

し、これを百分率で表示する。)とする。当該５連続取

引日において別記「新株予約権の行使時の払込金額」

欄第２項第(2)号、第(3)号又は第(7)号に定める転換価

額の調整事由が生じた場合には、当該５連続取引日の

当社普通株式の普通取引の終値の平均値は、合理的に

調整されるものとする。但し、償還日が2021年５月26

日(同日を含む。)から2021年６月４日(同日を含む。)

までの期間の場合は、償還金額は各社債の金額の100％

とする。本③、本項第(6)号②及び本項第(7)号②にお

いて「取引日」とは、取引所が営業している日をい

い、当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含まな

い。)が発表されない日を含まない。

④　参照パリティ又は償還日が本号②の表に記載されてい

ない場合には、組織再編行為償還金額は、以下の方法

により算出される。

(イ) 参照パリティが本号②の表の第１行目に記載された

２つの値の間の値である場合、又は償還日が本号②

の表の第１列目に記載された２つの日付の間の日で

ある場合には、組織再編行為償還金額は、かかる２

つの値又はかかる２つの日付に対応する本号②の表

中の数値に基づきその双方につきかかる２つの値又

はかかる２つの日付の間を直線で補間して算出した

数値(小数第５位まで算出し、小数第５位を四捨五

入し、これを百分率で表示する。)により算出した

金額とする。但し、日付に係る補間については、１

年を365日とする。

(ロ) 参照パリティが本号②の表の第１行目の右端の値よ

り高い場合には、参照パリティはかかる右端の値と

同一とみなす。

(ハ) 参照パリティが本号②の表の第１行目の左端の値よ

り低い場合には、参照パリティはかかる左端の値と

同一とみなす。

但し、組織再編行為償還金額は、各社債の金額の

150％を上限とし、本号②の表及び上記(イ)乃至

(ハ)の方法に従って算出された値が150％を超える

場合には、組織再編行為償還金額は各社債の金額の

150％とする。また、組織再編行為償還金額は、各

社債の金額の100％を下限とし、本号②の表及び上

記(イ)乃至(ハ)の方法に従って算出された値が

100％未満となる場合には、組織再編行為償還金額

は各社債の金額の100％とする。
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 ⑤　「組織再編行為」とは、(イ)当社が消滅する会社とな

る合併、(ロ)吸収分割又は新設分割(承継会社等が、本

社債に基づく当社の義務を引き受ける場合に限る。)、

(ハ)当社が他の株式会社の完全子会社となる株式交換

又は株式移転、及び(ニ)その他の日本法上の会社組織

再編手続で、かかる手続により本社債に基づく当社の

義務が他の株式会社に引き受けられ又は承継されるこ

ととなるものを総称していう。

⑥　「承継会社等」とは、次の(イ)乃至(ヘ)に定める株式

会社を総称していう。

(イ) 合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)　合

併後存続する株式会社又は合併により設立する株式

会社

(ロ) 吸収分割　当社がその事業に関して有する権利義務

の全部又は一部を承継する株式会社

(ハ) 新設分割　新設分割により設立する株式会社

(ニ) 株式交換　株式交換により当社の発行済株式の全部

を取得する株式会社

(ホ) 株式移転　株式移転により設立する株式会社

(ヘ) 上記(イ)乃至(ホ)以外の日本法上の会社組織再編手

続　本社債に基づく当社の義務を引き受ける又は承

継する株式会社

⑦　当社は、本号①に定める公告を行った後は、当該公告

に係る繰上償還を取消すことはできない。

(6) 上場廃止等による繰上償還

①　(イ)当社以外の者(以下「公開買付者」という。)に

よって、金融商品取引法に基づく当社普通株式の公開

買付けがなされ、(ロ)当社が当該公開買付けに賛同す

る意見を表明し、(ハ)当該公開買付けによる当社普通

株式の取得の結果当社普通株式が上場されている全て

の日本の金融商品取引所においてその上場が廃止され

る可能性があることを当社又は公開買付者が公表又は

認容し(但し、当社又は公開買付者が、当該公開買付け

後も当社が日本の金融商品取引所における上場会社で

あり続けるよう最善の努力をする旨を公表した場合を

除く。)、かつ(ニ)公開買付者が当該公開買付けにより

当社普通株式を取得した場合には、当社は、当該公開

買付けによる当社普通株式の取得日(当該公開買付けに

係る決済の開始日を意味する。以下同じ。)から15日以

内に償還日、償還金額その他の必要な事項を公告した

上で、当該公告において指定した償還日(かかる償還日

は、当該公告の日から30日目以降60日目までのいずれ

かの日で、かつ銀行営業日とする。)に、残存する本社

債の全部(一部は不可)を、本号②に従って決定される

償還金額(以下「上場廃止等償還金額」という。)で繰

上償還する。
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 ②　上場廃止等償還金額は、本項第(5)号記載の組織再編行

為償還金額の算出方法と同様の方法により算出され

る。但し、参照パリティは、(イ)当該公開買付けの対

価が金銭のみである場合には、公開買付期間の末日時

点で有効な買付価格を、同日時点で有効な転換価額で

除して得られた値(小数第５位まで算出し、小数第５位

を四捨五入し、これを百分率で表示する。)とし、(ロ)

上記(イ)以外の場合には、公開買付期間の末日に終了

する５連続取引日の取引所における当社普通株式の普

通取引の終値の平均値(円位未満小数第２位まで算出

し、小数第２位を四捨五入する。)を、公開買付期間の

末日時点で有効な転換価額で除して得られた値(小数第

５位まで算出し、小数第５位を四捨五入し、これを百

分率で表示する。)とする。当該５連続取引日において

別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第２項第(2)

号、第(3)号又は第(7)号に定める転換価額の調整事由

が生じた場合には、当該５連続取引日の当社普通株式

の普通取引の終値の平均値は、合理的に調整されるも

のとする。但し、償還日が2021年５月26日(同日を含

む。)から2021年６月４日(同日を含む。)までの期間の

場合、償還金額は各社債の金額の100％とする。

③　本号①にかかわらず、当社又は公開買付者が、当該公

開買付けによる当社普通株式の取得日の後に組織再編

行為を行う旨の意向又は本項第(7)号に定めるスクイー

ズアウト事由を行う意向を当該公開買付けに係る公開

買付期間の末日までに公表した場合には、本号①の規

定は適用されない。但し、当該公開買付けによる当社

普通株式の取得日から60日以内に当該組織再編行為に

係る組織再編行為の承認日又は本項第(7)号に定めるス

クイーズアウト事由発生日が到来しなかった場合、当

社は、かかる60日間の末日から15日以内に償還日、償

還金額その他の必要な事項を公告した上で、当該公告

において指定した償還日(かかる償還日は、当該公告の

日から30日目以降60日目までのいずれかの日で、かつ

銀行営業日とする。)に、残存する本社債の全部(一部

は不可)を、上場廃止等償還金額で繰上償還する。

④　当社が本号に定める償還義務と本項第(5)号又は本項第

(7)号に定める償還義務の両方を負うこととなる場合、

本社債は本項第(5)号又は本項第(7)号に従って償還さ

れるものとする。
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 (7) スクイーズアウトによる繰上償還

①　当社普通株式を全部取得条項付種類株式にする定款の

変更の後、当社普通株式を対価と引換えに取得する旨

の株主総会の決議がなされた場合、当社の特別支配株

主(会社法第179条第１項に定義される。)による当社の

他の株主に対する株式売渡請求を承認する旨の当社の

取締役会の決議がなされた場合又は上場廃止を伴う当

社普通株式の併合を承認する旨の当社の株主総会の決

議がなされた場合(以下「スクイーズアウト事由」とい

う。)、当社は、当該スクイーズアウト事由に係る決議

日(以下「スクイーズアウト事由発生日」という。)か

ら15日以内に償還日、償還金額その他の必要な事項を

公告した上で、当該公告において指定した償還日(かか

る償還日は、当該スクイーズアウト事由に係る効力発

生日より前で、当該公告の日から30日目以降60日目ま

でのいずれかの日で、かつ銀行営業日とする。但し、

当該効力発生日が当該公告の日から30日目の日よりも

前の日となる場合には、かかる償還日は、償還日が当

該効力発生日よりも前の日になることを確保するため

に必要な限度で繰り上げられる。)に、残存する本社債

の全部(一部は不可)を、本号②に従って決定される償

還金額(以下「スクイーズアウト償還金額」という。)

で繰上償還する。

②　スクイーズアウト償還金額は、本項第(5)号記載の組織

再編行為償還金額の算出方法と同様の方法により算出

される。但し、参照パリティは、(イ)当該スクイーズ

アウト事由に関して当社普通株式の株主に支払われる

対価が金銭のみである場合には、当社普通株式１株に

つき支払われる当該金銭の額を、スクイーズアウト事

由発生日時点で有効な転換価額で除して得られた値(小

数第５位まで算出し、小数第５位を四捨五入し、これ

を百分率で表示する。)とし、(ロ)上記(イ)以外の場合

には、当該スクイーズアウト事由発生日に終了する５

連続取引日の取引所における当社普通株式の普通取引

の終値の平均値(円位未満小数第２位まで算出し、小数

第２位を四捨五入する。)を、スクイーズアウト事由発

生日時点で有効な転換価額で除して得られた値(小数第

５位まで算出し、小数第５位を四捨五入し、これを百

分率で表示する。)とする。当該５連続取引日において

別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第２項第(2)

号、第(3)号又は第(7)号に定める転換価額の調整事由

が生じた場合には、当該５連続取引日の当社普通株式

の普通取引の終値の平均値は、合理的に調整されるも

のとする。但し、償還日が2021年５月26日(同日を含

む。)から2021年６月４日(同日を含む。)までの期間の

場合、償還金額は各社債の金額の100％とする。

(8) 本項第(3)号乃至第(7)号の規定により本社債を繰上償還

する場合には、償還される本社債に付された本新株予約

権は、本社債の償還により別記「新株予約権の行使期

間」欄に従って行使できなくなることによりその全部が

消滅する。
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 (9) 当社が本項第(3)号乃至第(7)号の規定のいずれかに基づ

く繰上償還の公告を行った場合、以後他の事由に基づく

繰上償還の公告を行うことはできない。また、当社が本

項第(5)号若しくは本項第(7)号に基づき繰上償還の公告

を行う義務が発生した場合又は本項第(6)号①(イ)乃至

(ニ)に規定される事由が発生した場合には、以後本項第

(3)号若しくは本項第(4)号に基づく繰上償還の公告を行

うことはできない。

(10)当社は、法令又は振替機関の振替業に係る業務規程その

他の規則に別途定められている場合を除き、払込期日(別

記「払込期日」欄に定める。)の翌日以降いつでも本転換

社債を買入れることができる。買入れた本社債を消却す

る場合、当該本社債に付された本新株予約権は別記「新

株予約権の行使の条件」欄に従って行使できなくなるこ

とにより消滅する。

３．償還元金の支払場所

別記(注)７．「償還金の支払」記載の通り。

募集の方法 第三者割当の方法により、全額をドイツ銀行ロンドン支店

(Deutsche Bank AG, London Branch)(以下「ドイツ銀行ロンド

ン支店」という。)に割り当てる。

申込証拠金 該当事項なし。

申込期間 2018年６月７日

申込取扱場所
株式会社メニコン

愛知県名古屋市中区葵三丁目21番19号

払込期日
2018年６月７日

本新株予約権の割当日も同日とする。

振替機関
株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

担保
本転換社債には担保及び保証は付されておらず、また本転換社

債のために特に留保されている資産はない。

財務上の特約(担保提供制限) １．当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本転換社債発

行後、当社が国内で今後発行する他の転換社債型新株予約

権付社債に担保権を設定する場合は、本転換社債のために

も担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定す

る。なお、転換社債型新株予約権付社債とは、会社法第２

条第22号に定義される新株予約権付社債であって、会社法

第236条第１項第３号の規定により、新株予約権の内容とし

て当該新株予約権付社債を新株予約権の行使に際してする

出資の目的とする旨定めたものをいう。

２．前項に基づき設定した担保権が未償還の本社債を担保する

に十分でないときは、当社は本転換社債のために担保付社

債信託法に基づき担保権を設定する。

３．当社が吸収合併、株式交換又は吸収分割により、担保権の

設定されている吸収合併消滅会社、株式交換完全子会社又

は吸収分割会社の転換社債型新株予約権付社債を承継する

場合には、前２項は適用されない。

財務上の特約(その他の条項) １．当社は、いつでも本転換社債のために担保権を担保付社債

信託法に基づき設定することができる。

２．当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄又は前項に

より本転換社債のために担保権を設定する場合は、当社

は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その

旨を担保付社債信託法第41条第４項の規定に準じて公告す

る。
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(注) １．社債管理者の不設置

本転換社債は会社法第702条但書の要件を満たすものであり、社債管理者は設置されない。

２．社債、株式等の振替に関する法律の適用

本転換社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受け、振

替機関(別記「振替機関」欄に定める。以下同じ。)の振替業に係る業務規程その他の規則に従って取り扱わ

れるものとする。社債等振替法に従い本転換社債の社債権者(以下、本「１　新規発行新株予約権付社債(第

１回新株予約権付社債)」において「本社債権者」という。)が新株予約権付社債券の発行を請求することが

できる場合を除き、本転換社債に係る新株予約権付社債券は発行されない。社債等振替法に従い本転換社債

に係る新株予約権付社債券が発行される場合、かかる新株予約権付社債券は無記名式とし、本社債権者は、

かかる新株予約権付社債券を記名式とすることを請求することはできない。

３．担保提供制限に係る特約の解除

当社が、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄又は別記「財務上の特約(その他の条項)」欄により本転換

社債のために担保権を設定した場合は、以後、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄は適用されない。

４．期限の利益喪失に関する特約

当社は、次の各場合には本社債について期限の利益を喪失する。但し、別記「財務上の特約(担保提供制

限)」欄又は別記「財務上の特約(その他の条項)」欄により当社が本社債のために担保付社債信託法に基づ

き担保権を設定した場合には、本(注)４．(2)に該当しても期限の利益を喪失しない。

(1) 当社が、別記「償還の方法」欄第２項の規定に違背したとき。

(2) 当社が、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。

(3) 当社が、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第２項若しくは第３項、別記「財務上の特約(その他

の条項)」欄第２項又は本(注)５．に定める規定に違背し、本社債権者から是正を求める通知を受けた後

30日以内にその履行又は補正をしないとき。

(4) 当社が、本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来してもその弁済をすることがで

きないとき。

(5) 当社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、又は当社以外の社債若しくはその他

の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をす

ることができないとき。但し、当該債務の合計額(邦貨換算後)が５億円を超えない場合は、この限りでは

ない。

(6) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立てをし、又は解散(合併の場

合を除く。)の決議を行ったとき。

(7) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の決定、又は特別清算開始の命令を

受け、又は解散(合併の場合を除く。)したとき。

(8) 当社が、その事業経営に不可欠な資産に対し強制執行、仮差押若しくは仮処分の執行若しくは競売(公売

を含む。)の申立てを受け、又は滞納処分としての差押を受ける等当社の信用を著しく毀損する事実が生

じたとき。

５．社債権者に通知する場合の公告

本転換社債に関して社債権者に対し公告する場合には、当社の定款所定の方法によりこれを行う。但し、法

令に別段の定めがあるものを除き、公告の掲載に代えて本社債権者に対し直接に通知する方法によることが

できる。

６．社債権者集会

(1) 本転換社債の社債権者集会は、本新株予約権付社債の種類(会社法第681条第１号に定める種類をいう。)

の社債(以下「本種類の新株予約権付社債」という。)の社債権者により組織され、当社がこれを招集する

ものとし、社債権者集会の日の２週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げ

る事項を通知する。

(2) 本種類の新株予約権付社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。

(3) 本種類の新株予約権付社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入し

ない。)の10分の１以上にあたる本種類の新株予約権付社債を有する社債権者は、社債権者集会の目的で

ある事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して、社債権者集会の招集を請求することができ

る。

７．償還金の支払

本社債に係る償還金は、社債等振替法及び振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。

８．財務代理人

本社債の財務代理人はドイツ銀行東京支店とする。

財務代理人は、発行代理人及び支払代理人を兼ねるものとする。

財務代理人は、本社債の社債権者に対していかなる義務も責任も負わず、また本社債の社債権者との間にい

かなる代理関係又は信託関係も有しない。

９．本転換社債の募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされる予定であるが、その内容については下

記「募集又は売出しに関する特別記載事項　ロックアップについて」を参照のこと。

10．本転換社債について、当社の依頼により信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格

付はない。
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(新株予約権付社債に関する事項)

新株予約権の目的となる株式の種類 当社普通株式

当社普通株式の内容は、完全議決権株式で株主の権利に特に制

限のない株式であり、単元株式数は100株である。

新株予約権の目的となる株式の数 行使請求により当社が交付する株式の数は、同一の本転換社債

の新株予約権者(以下、本「１　新規発行新株予約権付社債(第

１回新株予約権付社債)」において「本新株予約権者」とい

う。)により同時に行使された本新株予約権に係る本社債の金額

の総額を当該行使請求の効力発生日において適用のある転換価

額で除して得られる数とする。この場合に１株未満の端数を生

ずる場合は、これを切り捨て、現金による調整は行わない。

新株予約権の行使時の払込金額 １．本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びそ

の価額

(1) 各本新株予約権の行使に際しては、当該各本新株予約権

に係る各本社債を出資するものとする。

 (2) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

は、各本社債の金額と同額とする。

 (3) 各本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数

を算出するにあたり用いられる価額(以下、本「１　新規

発行新株予約権付社債(第１回新株予約権付社債)」にお

いて「転換価額」という。但し、別記「組織再編行為に

伴う新株予約権の交付に関する事項」欄において、「転

換価額」は、承継新株予約権の行使により交付する承継

会社等の普通株式の数を算出するにあたり用いられる価

額をいう。)は、当社代表執行役社長又はその代理人が、

当社取締役会の授権に基づき、2018年５月21日(本転換社

債の発行決議日同日)の取引所における当社普通株式の普

通取引の終値の105％以上で、市場動向等を勘案して決定

する。但し、転換価額は本欄第２項第(1)号乃至第(7)号

に定めるところにより調整されることがある。

 ２．転換価額の調整

 (1) 当社は、本転換社債の発行後、本項第(2)号に掲げる各事

由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更

を生ずる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「新

株発行等による転換価額調整式」という。)をもって転換

価額を調整する。

 
 

     
既発行株式数＋

交付株式数×
１株当たり

の払込金額

調整後

転換価額
＝

調整前

転換価額
×

時価

既発行株式数＋交付株式数
 

 

 

(2) 新株発行等による転換価額調整式により転換価額の調整

を行う場合及びその調整後の転換価額の適用時期につい

ては、次に定めるところによる。

 

①　本項第(6)号②に定める時価を下回る払込金額をもって

その発行する当社普通株式又はその処分する当社の有

する当社普通株式を引き受ける者の募集をする場合。

 

調整後の転換価額は、払込期日又は払込期間の末日の

翌日以降、また、当該募集において株主に株式の割当

てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株

主を定めるための基準日の翌日以降これを適用する。

 
②　当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当

てをする場合。

 

調整後の転換価額は、当該株式分割又は無償割当てに

より株式を取得する株主を定めるための基準日(基準日

を定めない場合は、効力発生日)の翌日以降これを適用

する。
 

EDINET提出書類

株式会社メニコン(E31560)

有価証券届出書（参照方式）

11/43



 

 

③　本項第(6)号②に定める時価を下回る価額による当社普

通株式の交付と引換えに取得される証券(権利)若しく

は取得させることができる証券(権利)、本項第(6)号②

に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交

付を受けることができる新株予約権の交付と引換えに

取得される証券(権利)若しくは取得させることができ

る証券(権利)、又は本項第(6)号②に定める時価を下回

る価額をもって当社普通株式の交付を受けることがで

きる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含

む。)を発行する場合(但し、当社若しくはその関係会

社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

第８条第８項に定める関係会社をいう。)の取締役その

他の役員若しくは使用人に新株予約権を割り当てる場

合又は2018年５月21日付の取締役会決議に基づく第２

回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換社債型新株

予約権付社債間限定同順位特約付)の発行を除く。)。

なお、新株予約権無償割当ての場合(新株予約権付社債

を無償で割り当てる場合を含む。以下同じ。)は、新株

予約権を無償として当該新株予約権を発行したものと

して本③を適用する。

 

調整後の転換価額は、発行される証券(権利)又は新株

予約権(新株予約権の交付と引換えに取得される証券

(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)に

関して交付の対象となる新株予約権を含む。)の全てが

当初の取得価額で取得され又は当初の行使価額で行使

されたものとみなして新株発行等による転換価額調整

式を準用して算出するものとし、当該証券(権利)又は

新株予約権の払込期日又は払込期間の末日の翌日以

降、また、当該募集において株主に割当てを受ける権

利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるた

めの基準日(基準日を定めない場合は、その効力発生

日)の翌日以降これを適用する。

 

但し、本③に定める証券(権利)又は新株予約権の取得

の請求、取得又は行使により交付される普通株式の価

額が当該証券(権利)又は新株予約権が発行された時点

で確定していないときは、調整後の転換価額は、当該

価額が確定した日の翌日以降、当該価額の確定時点で

発行されている当該証券(権利)又は新株予約権の全て

が当該価額の確定時点の条件で請求、取得又は行使さ

れて当社普通株式が交付されたものとみなし、また、

本③に定める証券(権利)又は新株予約権の発行(新株予

約権無償割当ての場合を含む。)が当社に対する企業買

収の防衛を目的とする発行である旨を、当社が公表し

たときは、調整後の転換価額は、当該証券(権利)又は

新株予約権(新株予約権の交付と引換えに取得される証

券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)

については、交付の対象となる新株予約権を含む。)に

ついて、当該証券(権利)又は新株予約権の要項上、当

社普通株式の交付と引換えにする取得の請求若しくは

取得又は当該証券(権利)若しくは新株予約権の行使が

可能となった日(以下「転換・行使開始日」という。)

の翌日以降、転換・行使開始日において取得の請求、

取得又は当該証券(権利)若しくは新株予約権の行使に

より当社普通株式が交付されたものとみなして新株発

行等による転換価額調整式を準用して算出してこれを

適用する。
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④　本号①乃至③の場合において、株主に割当てを受ける

権利を与えるための基準日が設定され、かつ、効力の

発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当

社の機関の承認又は決定を条件としているときには、

本号①乃至③にかかわらず、調整後の転換価額は、当

該承認又は決定があった日の翌日以降これを適用す

る。この場合において、当該基準日の翌日から当該承

認又は決定があった日までに本新株予約権の行使請求

をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法によ

り、当社普通株式を交付する。但し、株式の交付につ

いては別記(注)３．の規定を準用する。

 

 

 
 

株式数＝

(調整前
転換価額

－
調整後
転換価額)

×
調整前転換価額に
より当該期間内に
交付された株式数

調整後転換価額
 

 

 
この場合に１株未満の端数を生じる場合は、これを切

り捨て、現金による調整は行わない。

 

(3) 当社は、本転換社債の発行後、本項第(4)号に定める特別

配当の支払いを実施する場合には、次に定める算式(以下

「特別配当による転換価額調整式」といい、新株発行等

による転換価額調整式と併せて「転換価額調整式」と総

称する。)をもって転換価額を調整する。

 

 

調整後
転換価額

＝
調整前
転換価額

×
時価－１株当たり特別配当

時価
 

 

 

「１株当たり特別配当」とは、特別配当を、剰余金の配

当に係る事業年度の最終の基準日における各社債の金額

(金１億円)当たりの本新株予約権の目的である株式の数

で除した金額をいう。１株当たり特別配当の計算につい

ては、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四

捨五入する。

 

(4) ①　「特別配当」とは、2021年５月25日までの間に終了

する各事業年度内に到来する配当に係る各基準日に

つき、当社普通株式１株当たりの剰余金の配当(会社

法第455条第２項及び第456条の規定により支払う金

銭を含む。金銭以外の財産を配当財産とする剰余金

の配当の場合には、かかる配当財産の簿価を配当の

額とする。)の額に当該基準日時点における各社債の

金額(金１億円)当たりの本新株予約権の目的である

株式の数を乗じて得た金額の当該事業年度における

累計額が、基準配当金(基準配当金は、各社債の金額

(金１億円)を2018年５月21日又はその翌日に決定す

る転換価額で除して得られる数値(円位未満小数第２

位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。)に27を

乗じた金額とする。)に当該事業年度に係る下記に定

める比率(当社が当社の事業年度を変更した場合に

は、下記に定める事業年度及び比率は合理的に修正

されるものとする。)を乗じた金額を超える場合にお

ける当該超過額をいう。

2019年３月末日に終了する事業年度　1.00

2020年３月末日に終了する事業年度　1.10

2021年３月末日に終了する事業年度　1.21

 

②　特別配当による転換価額の調整は、各事業年度の配

当に係る最終の基準日に係る会社法第454条又は第

459条に定める剰余金の配当決議が行われた日の属す

る月の翌月10日以降これを適用する。
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(5) 転換価額調整式により算出された調整後の転換価額と調

整前の転換価額との差額が１円未満にとどまる限りは、

転換価額の調整は行わない。但し、次に転換価額の調整

を必要とする事由が発生し転換価額を算出する場合は、

転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて、調整前転

換価額からこの差額を差引いた額を使用するものとす

る。

 
(6) ①　転換価額調整式の計算については、円位未満小数第

２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。

 

②　転換価額調整式で使用する「時価」は、新株発行等

による転換価額調整式の場合は調整後の転換価額を

適用する日(但し、本項第(2)号④の場合は基準日)又

は特別配当による転換価額調整式の場合は当該事業

年度の配当に係る最終の基準日に先立つ45取引日目

に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の

普通取引の毎日の終値(気配表示を含まない。)の平

均値(終値のない日数を除く。)とする。

 
この場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位ま

で算出し、小数第２位を四捨五入する。

 

③　新株発行等による転換価額調整式で使用する「既発

行株式数」は、当該募集において株主に株式の割当

てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える

株主を定めるための基準日、また、それ以外の場合

は、調整後の転換価額を適用する日の30日前の日に

おける当社の発行済普通株式数から、当該日におけ

る当社の有する当社普通株式の数を控除し、当該転

換価額の調整前に本項第(2)号又は第(7)号に基づき

交付株式数とみなされた当社普通株式のうち未だ交

付されていない当社普通株式の株式数を加えた数と

する。また、当社普通株式の株式分割が行われる場

合には、新株発行等による転換価額調整式で使用す

る交付株式数は、基準日における当社の有する当社

普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まな

いものとする。

 

(7) 当社は、本項第(2)号及び第(3)号に掲げた事由によるほ

か、次の各号に該当する場合は、転換価額の調整を適切

に行うものとする。

 

①　株式の併合、合併、会社分割、株式交換又はその他組

織再編行為のために転換価額の調整を必要とすると

き。

 

②　本号①のほか、当社の発行済普通株式数の変更又は変

更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整

を必要とするとき。

 
③　当社普通株式の株主に対する他の種類株式の無償割当

てのために転換価額の調整を必要とするとき。

 

④　転換価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生

し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出にあ

たり使用すべき時価が、他方の事由によって調整され

ているとみなされるとき。

 

３．本欄第２項第(1)号乃至第(7)号に定めるところにより転換

価額の調整を行うときは、当社は、調整後の転換価額の適

用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調

整を行う旨並びにその事由、調整前の転換価額、調整後の

転換価額及びその適用の日その他必要な事項を通知又は公

告する。但し、適用開始日の前日までに上記の通知又は公

告を行うことができないときは、適用開始日以降すみやか

にこれを行う。
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価額の総額
金4,000,000,000円

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額

１．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の

発行価格

本新株予約権の行使により株式を発行する場合の当社普通

株式１株の発行価格(会社法上の本新株予約権の行使に際し

てする出資の目的となる財産の１株当たりの価額)は、行使

された本新株予約権に係る本社債の金額の総額を、別記

「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の本新株予約

権の目的である株式の数で除して得られる金額となる。

 
２．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加

する資本金及び資本準備金に関する事項

 

(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において

増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出

される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算

の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り

上げるものとする。

 

(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において

増加する資本準備金の額は、本項第(1)号記載の資本金等

増加限度額から本項第(1)号に定める増加する資本金の額

を減じた額とする。

新株予約権の行使期間 本新株予約権者は、2018年６月14日から2021年５月25日までの

間(以下、本「１　新規発行新株予約権付社債(第１回新株予約

権付社債)」において「行使請求期間」という。)、いつでも、

本新株予約権を行使し、当社に対して当社普通株式の交付を請

求することができる。但し、以下の期間については、行使請求

をすることができないものとする。

 
(1) 当社普通株式に係る基準日又は株主確定日及びその前営

業日(振替機関の休業日でない日をいう。)。

 (2) 振替機関が必要であると認めた日。

 

(3) 組織再編行為において承継会社等の新株予約権を交付す

る場合で、本新株予約権の行使請求の停止が必要となる

ときは、当社が行使請求を停止する期間(当該期間は１か

月を超えないものとする。)その他必要な事項を当該期間

の開始日の30日前までに公告した場合における当該期

間。

 

(4) 別記「償還の方法」欄第２項第(3)号乃至第(7)号に定め

るところにより、2021年５月25日以前に本社債が償還さ

れる場合には、当該償還に係る元金が支払われる日の前

営業日以降。

 

(5) 別記「１　新規発行新株予約権付社債(第１回新株予約権

付社債)」(注)４．に定めるところにより、当社が本社債

につき期限の利益を喪失した場合には、期限の利益の喪

失日(当日を含む。)以降。
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新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及

び払込取扱場所

１．新株予約権の行使請求の受付場所

株主名簿管理人　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

２．新株予約権の行使請求の取次場所

 該当事項なし。

 ３．新株予約権の行使請求の払込取扱場所

 該当事項なし。

 ４．新株予約権の行使請求の方法

 

(1) 本新株予約権の行使請求は、本新株予約権者が本転換社

債の振替を行うための口座の開設を受けた振替機関又は

口座管理機関に対し行使請求に要する手続を行い、行使

請求期間中に当該振替機関又は口座管理機関により行使

請求の受付場所に行使請求の通知が行われることにより

行われる。

 
(2) 振替機関又は口座管理機関に対し行使請求に要する手続

を行った者は、その後これを撤回することができない。

新株予約権の行使の条件 各本新株予約権の一部について本新株予約権を行使することは

できないものとする。なお、当社が本転換社債を買入れ、本社

債を消却した場合には、当該本社債に付された本新株予約権を

行使することはできない。

自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件 該当事項なし。

新株予約権の譲渡に関する事項 本転換社債は、会社法第254条第２項本文及び第３項本文の定め

により本新株予約権又は本社債の一方のみを譲渡することはで

きない。

代用払込みに関する事項 各本新株予約権の行使に際しては、当該各本新株予約権に係る

各本社債を出資するものとする。各本新株予約権の行使に際し

て出資される財産の価額は、各本社債の金額と同額とする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す

る事項

当社が、組織再編行為を行う場合は、別記「償還の方法」欄第

２項第(5)号に基づき本社債の繰上償還を行う場合を除き、組織

再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の

新株予約権者に対して、当該新株予約権者の有する本新株予約

権に代えて、それぞれの場合につき、承継会社等の新株予約権

で、本欄第(1)号乃至第(9)号の内容のもの(以下「承継新株予約

権」という。)を交付する。この場合、組織再編行為の効力発生

日において、本新株予約権は消滅し、本社債に係る債務は承継

会社等に承継され、当該新株予約権者は、承継新株予約権の新

株予約権者となるものとし、本「１　新規発行新株予約権付社

債(第１回新株予約権付社債)」の本新株予約権に関する規定は

承継新株予約権について準用する。

 (1) 交付する承継会社等の承継新株予約権の数

 
組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新

株予約権の数と同一の数とする。

 (2) 承継新株予約権の目的である承継会社等の株式の種類

 承継会社等の普通株式とする。

 
(3) 承継新株予約権の目的である承継会社等の株式の数の算

定方法

 

行使請求に係る承継新株予約権が付された承継社債の金

額の総額を本欄第(4)号に定める転換価額で除して得られ

る数とする。この場合に１株未満の端数を生ずる場合

は、これを切り捨て、現金による調整は行わない。
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 (4) 承継新株予約権付社債の転換価額

 

組織再編行為の効力発生日の直前に本新株予約権を行使

した場合に本新株予約権者が得られるのと同等の経済的

価値を、組織再編行為の効力発生日の直後に承継新株予

約権の新株予約権者がこれを行使したときに受領できる

ように、承継新株予約権付社債(承継新株予約権を承継会

社等に承継された本社債に付したものをいう。以下同

じ。)の転換価額を定める。なお、組織再編行為の効力発

生日以後における承継新株予約権付社債の転換価額は、

別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第２項第(1)号

乃至第(7)号に準じた調整を行う。

 
(5) 承継新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及

びその価額又はその算定方法

 

交付される各承継新株予約権の行使に際しては、当該各

承継新株予約権に係る各社債を出資するものとし、各承

継新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、

当該各社債の金額と同額とする。

 (6) 承継新株予約権を行使することができる期間

 

組織再編行為の効力発生日(当社が別記「新株予約権の行

使期間」欄第(3)号に定める期間を指定したときは、当該

組織再編行為の効力発生日又は当該期間の末日の翌銀行

営業日のうちいずれか遅い日)から、別記「新株予約権の

行使期間」欄に定める本新株予約権の行使請求期間の満

了日までとする。

 (7) 承継新株予約権の行使の条件

 

各承継新株予約権の一部について承継新株予約権を行使

することはできないものとする。なお、承継会社等が承

継新株予約権付社債を買入れ当該承継新株予約権付社債

に係る社債を消却した場合には、当該社債に係る承継新

株予約権を行使することはできない。

 (8) 承継新株予約権の取得条項

 承継新株予約権の取得条項は定めない。

 
(9) 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合におけ

る増加する資本金及び資本準備金に関する事項

 

承継新株予約権の行使により株式を発行する場合におい

て増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算

出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計

算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切

り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本

金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とす

る。
 

(注) １．本社債に付された本新株予約権の数

各本社債に付された本新株予約権の数は１個とし、合計40個の本新株予約権を発行する。

２．新株予約権行使の効力発生時期

本新株予約権の行使請求の効力は、行使請求に要する事項の通知が行使請求の受付場所に到達した日に発生

する。本新株予約権の行使の効力が発生したときは、当該本新株予約権に係る本社債についての弁済期が到

来するものとする。

３．株式の交付方法

当社は、本新株予約権の行使請求の効力発生後当該行使請求に係る本新株予約権者に対し、当該本新株予約

権者が指定する振替機関又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うこと

により株式を交付する。

４．本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする理由

本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできず、か

つ本新株予約権の行使に際して当該本新株予約権に係る本社債が出資され、本社債と本新株予約権が相互に

密接に関係することを考慮し、また、本新株予約権の価値と本社債の利率(年0.0％)、払込金額等のその他

の発行条件により当社が得られる経済的価値とを勘案して、本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しな

いものとした。
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２ 【新規発行新株予約権付社債（第２回新株予約権付社債）】
 

銘柄 株式会社メニコン第２回無担保転換社債型新株予約権付社債(転

換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付)(以下、「第２

回転換社債」といい、文脈に応じて個別に又は第１回転換社債

と総称して「本転換社債」といい、そのうち社債のみを「本社

債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という。)

記名・無記名の別 －

券面総額又は振替社債の総額 金4,000,000,000円

各社債の金額 金100,000,000円

発行価額の総額 金3,960,000,000円

発行価格 各社債の金額100円につき金99円

但し、本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものと

する。

利率 本社債には利息を付さない。

利払日 該当事項なし。

利息支払の方法 該当事項なし。

償還期限 2021年６月７日

償還の方法 １．償還金額

各社債の金額100円につき金100円

但し、繰上償還の場合は本欄第２項第(3)号乃至第(7)号に

定める金額とする。

２．社債の償還の方法及び期限

(1) 本社債は、2021年６月７日にその総額を償還する。但

し、繰上償還に関しては本項第(3)号乃至第(7)号に定め

るところによる。

(2) 本社債を償還すべき日(本項第(3)号乃至第(7)号の規定に

より本社債を繰上償還する日を含み、以下「償還日」と

いう。)が東京における銀行休業日にあたるときは、その

支払いは前銀行営業日に繰り上げる。
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 (3) 120％ソフトコール条項による繰上償還

①　当社は、取引所における当社普通株式の普通取引の終

値(気配表示を含まない。以下本項において同じ。)が

ある20連続取引日(「取引日」とは、取引所において当

社普通株式の普通取引が行われる日をいう。本項第(5)

号③、本項第(6)号②及び本項第(7)号②における場合

を除き、以下、本「２　新規発行新株予約権付社債(第

２回新株予約権付社債)」において同じ。)にわたり、

各取引日における当該終値が当該取引日に適用のある

転換価額(別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第

１項第(3)号に定義する。以下同じ。)の120％以上で

あった場合、当該20連続取引日の最終日から15日以内

に必要事項を公告した上で(但し、当該公告を行うこと

ができる日は2020年６月８日以降2021年４月26日まで

とする。)、当該公告において指定した償還日(かかる

償還日は、当該公告の日から30日目以降60日目までの

いずれかの日で、かつ銀行営業日とする。償還日は

2020年８月７日以降2021年５月25日までとする。)に、

残存する本社債の全部(一部は不可)を、各社債の金額

100円につき金100円で繰上償還することができる。な

お、当社が当社普通株式の株式分割又は当社普通株式

に対する当社普通株式の無償割当て(以下、本「２　新

規発行新株予約権付社債(第２回新株予約権付社債)」

において「株式分割等」という。)を行う場合、当該株

式分割等の基準日(基準日を定めない場合は、効力発生

日の前日とし、基準日又は効力発生日の前日が取引日

でない場合は、それらの直前の取引日とする。以下本

号において同じ。)の２取引日前の日から当該株式分割

等の基準日までの３取引日(当該基準日を含む。)につ

いての本条項の適用にあたっては、別記「新株予約権

の行使時の払込金額」欄第２項第(2)号②の規定にかか

わらず、当該各取引日の１か月前の応当日(応当日がな

い場合には当該各取引日の前月末日とする。)における

当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の

有する当社普通株式数を控除した株式数を既発行株式

数とし、当該株式分割等により交付されることとなる

株式数を交付株式数として、別記「新株予約権の行使

時の払込金額」欄第２項第(1)号に定める新株式発行等

による転換価額調整式により算出された転換価額を

もって、当該各取引日に適用のある転換価額とする。

②　当社は、本号①に定める公告を行った後は、当該公告

に係る繰上償還を取消すことはできない。

(4) クリーンアップ条項による繰上償還

①　本号の繰上償還の公告を行う前のいずれかの時点にお

いて、残存する本社債の金額の合計額が発行時の本社

債の金額の合計額の10％を下回った場合、当社は、必

要事項を公告した上で(但し、当該公告を行うことがで

きる日は2021年５月７日までとする。)、当該公告にお

いて指定した償還日(かかる償還日は、当該公告の日か

ら30日目以降60日目までのいずれかの日で、かつ銀行

営業日とする。)に、残存する本社債の全部(一部は不

可)を、各社債の金額100円につき金100円で繰上償還す

ることができる。

②　当社は、本号①に定める公告を行った後は、当該公告

に係る繰上償還を取消すことはできない。
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 (5) 組織再編行為による繰上償還

①　組織再編行為(本号⑤に定義する。)が当社の株主総会で承認さ

れた場合(株主総会の承認が不要な場合は取締役会で承認した

場合又は会社法に従いその他当社の機関が決定した場合)にお

いて、当社が、(イ)別記「組織再編行為に伴う新株予約権の交

付に関する事項」欄に従って承継新株予約権(同欄に定義す

る。)を交付することができない場合、又は(ロ)組織再編行為

の承認若しくは決定の日(以下「承認日」という。)までに、財

務代理人に対し、承継会社等(本号⑥に定義する。)が理由の如

何を問わず当該組織再編行為の効力発生日において日本の金融

商品取引所における上場会社であることを、当社としては予定

していない旨を記載し、当社の代表者が署名した証明書を交付

した場合には、当社は、償還日(当該組織再編行為の効力発生

日又はそれ以前の日で、かつ銀行営業日とする。)の30日前ま

でに償還日、償還金額その他の必要な事項を公告した上で、残

存する本社債の全部(一部は不可)を、本号②乃至④に従って決

定される償還金額(以下「組織再編行為償還金額」という。)で

繰上償還する。

②　組織再編行為償還金額は、参照パリティ(本号③に定義する。)

及び償還日に応じて下記の表(本社債の各社債の金額に対する

割合(百分率)として表示する。)に従って決定される。

組織再編行為償還金額(％)

償還日
参照パリティ

70％ 80％ 90％ 100％ 110％ 120％ 130％ 140％ 150％

2018年

６月７日
97.82 100.26 103.94 108.91 115.12 122.47 130.82 140.07 150.00

2019年

６月７日
98.18 100.02 103.24 107.97 114.18 121.73 130.40 140.00 150.00

2020年

６月７日
98.72 99.59 101.90 106.19 112.51 120.51 130.00 140.00 150.00

2021年

５月25日
99.94 99.94 99.94 100.00 110.00 120.00 130.00 140.00 150.00

 

 
(注)　上記表中の数値は、2018年５月18日現在における見込みの数値

であり、転換価額の決定時点における金利、当社普通株式の株

価、ボラティリティ及びその他の市場動向を勘案した当該償還

時点における本転換社債の価値を反映する金額となるように、

当社代表執行役社長又はその代理人が、当社取締役会の授権に

基づき、転換価額の決定と同時に決定する。
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 ③　「参照パリティ」は、(イ)当該組織再編行為に関して

当社普通株式の株主に支払われる対価が金銭のみであ

る場合には、当社普通株式１株につき支払われる当該

金銭の額を、当該組織再編行為の承認日時点で有効な

転換価額で除して得られた値(小数第５位まで算出し、

小数第５位を四捨五入し、これを百分率で表示する。)

とし、(ロ)上記(イ)以外の場合には、会社法に基づき

当社の取締役会その他当社の機関において当該組織再

編行為の条件(当該組織再編行為に関して支払われ又は

交付される対価を含む。)が承認又は決定された日(か

かる承認又は決定の日よりも後に当該組織再編行為の

条件が公表される場合にはかかる公表の日)の直後の取

引日に始まる５連続取引日の取引所における当社普通

株式の普通取引の終値の平均値(円位未満小数第２位ま

で算出し、小数第２位を四捨五入する。)を、当該５連

続取引日の最終日時点で有効な転換価額で除して得ら

れた値(小数第５位まで算出し、小数第５位を四捨五入

し、これを百分率で表示する。)とする。当該５連続取

引日において別記「新株予約権の行使時の払込金額」

欄第２項第(2)号、第(3)号又は第(7)号に定める転換価

額の調整事由が生じた場合には、当該５連続取引日の

当社普通株式の普通取引の終値の平均値は、合理的に

調整されるものとする。但し、償還日が2021年５月26

日(同日を含む。)から2021年６月４日(同日を含む。)

までの期間の場合は、償還金額は各社債の金額の100％

とする。本③、本項第(6)号②及び本項第(7)号②にお

いて「取引日」とは、取引所が営業している日をい

い、当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含まな

い。)が発表されない日を含まない。

④　参照パリティ又は償還日が本号②の表に記載されてい

ない場合には、組織再編行為償還金額は、以下の方法

により算出される。

(イ) 参照パリティが本号②の表の第１行目に記載された

２つの値の間の値である場合、又は償還日が本号②

の表の第１列目に記載された２つの日付の間の日で

ある場合には、組織再編行為償還金額は、かかる２

つの値又はかかる２つの日付に対応する本号②の表

中の数値に基づきその双方につきかかる２つの値又

はかかる２つの日付の間を直線で補間して算出した

数値(小数第５位まで算出し、小数第５位を四捨五

入し、これを百分率で表示する。)により算出した

金額とする。但し、日付に係る補間については、１

年を365日とする。

(ロ) 参照パリティが本号②の表の第１行目の右端の値よ

り高い場合には、参照パリティはかかる右端の値と

同一とみなす。

(ハ) 参照パリティが本号②の表の第１行目の左端の値よ

り低い場合には、参照パリティはかかる左端の値と

同一とみなす。

但し、組織再編行為償還金額は、各社債の金額の

150％を上限とし、本号②の表及び上記(イ)乃至

(ハ)の方法に従って算出された値が150％を超える

場合には、組織再編行為償還金額は各社債の金額の

150％とする。また、組織再編行為償還金額は、各

社債の金額の100％を下限とし、本号②の表及び上

記(イ)乃至(ハ)の方法に従って算出された値が

100％未満となる場合には、組織再編行為償還金額

は各社債の金額の100％とする。
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 ⑤　「組織再編行為」とは、(イ)当社が消滅する会社とな

る合併、(ロ)吸収分割又は新設分割(承継会社等が、本

社債に基づく当社の義務を引き受ける場合に限る。)、

(ハ)当社が他の株式会社の完全子会社となる株式交換

又は株式移転、及び(ニ)その他の日本法上の会社組織

再編手続で、かかる手続により本社債に基づく当社の

義務が他の株式会社に引き受けられ又は承継されるこ

ととなるものを総称していう。

⑥　「承継会社等」とは、次の(イ)乃至(ヘ)に定める株式

会社を総称していう。

(イ) 合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)　合

併後存続する株式会社又は合併により設立する株式

会社

(ロ) 吸収分割　当社がその事業に関して有する権利義務

の全部又は一部を承継する株式会社

(ハ) 新設分割　新設分割により設立する株式会社

(ニ) 株式交換　株式交換により当社の発行済株式の全部

を取得する株式会社

(ホ) 株式移転　株式移転により設立する株式会社

(ヘ) 上記(イ)乃至(ホ)以外の日本法上の会社組織再編手

続　本社債に基づく当社の義務を引き受ける又は承

継する株式会社

⑦　当社は、本号①に定める公告を行った後は、当該公告

に係る繰上償還を取消すことはできない。

(6) 上場廃止等による繰上償還

①　(イ)当社以外の者(以下「公開買付者」という。)に

よって、金融商品取引法に基づく当社普通株式の公開

買付けがなされ、(ロ)当社が当該公開買付けに賛同す

る意見を表明し、(ハ)当該公開買付けによる当社普通

株式の取得の結果当社普通株式が上場されている全て

の日本の金融商品取引所においてその上場が廃止され

る可能性があることを当社又は公開買付者が公表又は

認容し(但し、当社又は公開買付者が、当該公開買付け

後も当社が日本の金融商品取引所における上場会社で

あり続けるよう最善の努力をする旨を公表した場合を

除く。)、かつ(ニ)公開買付者が当該公開買付けにより

当社普通株式を取得した場合には、当社は、当該公開

買付けによる当社普通株式の取得日(当該公開買付けに

係る決済の開始日を意味する。以下同じ。)から15日以

内に償還日、償還金額その他の必要な事項を公告した

上で、当該公告において指定した償還日(かかる償還日

は、当該公告の日から30日目以降60日目までのいずれ

かの日で、かつ銀行営業日とする。)に、残存する本社

債の全部(一部は不可)を、本号②に従って決定される

償還金額(以下「上場廃止等償還金額」という。)で繰

上償還する。
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 ②　上場廃止等償還金額は、本項第(5)号記載の組織再編行

為償還金額の算出方法と同様の方法により算出され

る。但し、参照パリティは、(イ)当該公開買付けの対

価が金銭のみである場合には、公開買付期間の末日時

点で有効な買付価格を、同日時点で有効な転換価額で

除して得られた値(小数第５位まで算出し、小数第５位

を四捨五入し、これを百分率で表示する。)とし、(ロ)

上記(イ)以外の場合には、公開買付期間の末日に終了

する５連続取引日の取引所における当社普通株式の普

通取引の終値の平均値(円位未満小数第２位まで算出

し、小数第２位を四捨五入する。)を、公開買付期間の

末日時点で有効な転換価額で除して得られた値(小数第

５位まで算出し、小数第５位を四捨五入し、これを百

分率で表示する。)とする。当該５連続取引日において

別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第２項第(2)

号、第(3)号又は第(7)号に定める転換価額の調整事由

が生じた場合には、当該５連続取引日の当社普通株式

の普通取引の終値の平均値は、合理的に調整されるも

のとする。但し、償還日が2021年５月26日(同日を含

む。)から2021年６月４日(同日を含む。)までの期間の

場合、償還金額は各社債の金額の100％とする。

③　本号①にかかわらず、当社又は公開買付者が、当該公

開買付けによる当社普通株式の取得日の後に組織再編

行為を行う旨の意向又は本項第(7)号に定めるスクイー

ズアウト事由を行う意向を当該公開買付けに係る公開

買付期間の末日までに公表した場合には、本号①の規

定は適用されない。但し、当該公開買付けによる当社

普通株式の取得日から60日以内に当該組織再編行為に

係る組織再編行為の承認日又は本項第(7)号に定めるス

クイーズアウト事由発生日が到来しなかった場合、当

社は、かかる60日間の末日から15日以内に償還日、償

還金額その他の必要な事項を公告した上で、当該公告

において指定した償還日(かかる償還日は、当該公告の

日から30日目以降60日目までのいずれかの日で、かつ

銀行営業日とする。)に、残存する本社債の全部(一部

は不可)を、上場廃止等償還金額で繰上償還する。

④　当社が本号に定める償還義務と本項第(5)号又は本項第

(7)号に定める償還義務の両方を負うこととなる場合、

本社債は本項第(5)号又は本項第(7)号に従って償還さ

れるものとする。
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 (7) スクイーズアウトによる繰上償還

①　当社普通株式を全部取得条項付種類株式にする定款の

変更の後、当社普通株式を対価と引換えに取得する旨

の株主総会の決議がなされた場合、当社の特別支配株

主(会社法第179条第１項に定義される。)による当社の

他の株主に対する株式売渡請求を承認する旨の当社の

取締役会の決議がなされた場合又は上場廃止を伴う当

社普通株式の併合を承認する旨の当社の株主総会の決

議がなされた場合(以下「スクイーズアウト事由」とい

う。)、当社は、当該スクイーズアウト事由に係る決議

日(以下「スクイーズアウト事由発生日」という。)か

ら15日以内に償還日、償還金額その他の必要な事項を

公告した上で、当該公告において指定した償還日(かか

る償還日は、当該スクイーズアウト事由に係る効力発

生日より前で、当該公告の日から30日目以降60日目ま

でのいずれかの日で、かつ銀行営業日とする。但し、

当該効力発生日が当該公告の日から30日目の日よりも

前の日となる場合には、かかる償還日は、償還日が当

該効力発生日よりも前の日になることを確保するため

に必要な限度で繰り上げられる。)に、残存する本社債

の全部(一部は不可)を、本号②に従って決定される償

還金額(以下「スクイーズアウト償還金額」という。)

で繰上償還する。

②　スクイーズアウト償還金額は、本項第(5)号記載の組織

再編行為償還金額の算出方法と同様の方法により算出

される。但し、参照パリティは、(イ)当該スクイーズ

アウト事由に関して当社普通株式の株主に支払われる

対価が金銭のみである場合には、当社普通株式１株に

つき支払われる当該金銭の額を、スクイーズアウト事

由発生日時点で有効な転換価額で除して得られた値(小

数第５位まで算出し、小数第５位を四捨五入し、これ

を百分率で表示する。)とし、(ロ)上記(イ)以外の場合

には、当該スクイーズアウト事由発生日に終了する５

連続取引日の取引所における当社普通株式の普通取引

の終値の平均値(円位未満小数第２位まで算出し、小数

第２位を四捨五入する。)を、スクイーズアウト事由発

生日時点で有効な転換価額で除して得られた値(小数第

５位まで算出し、小数第５位を四捨五入し、これを百

分率で表示する。)とする。当該５連続取引日において

別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第２項第(2)

号、第(3)号又は第(7)号に定める転換価額の調整事由

が生じた場合には、当該５連続取引日の当社普通株式

の普通取引の終値の平均値は、合理的に調整されるも

のとする。但し、償還日が2021年５月26日(同日を含

む。)から2021年６月４日(同日を含む。)までの期間の

場合、償還金額は各社債の金額の100％とする。

(8) 本項第(3)号乃至第(7)号の規定により本社債を繰上償還

する場合には、償還される本社債に付された本新株予約

権は、本社債の償還により別記「新株予約権の行使期

間」欄に従って行使できなくなることによりその全部が

消滅する。
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 (9) 当社が本項第(3)号乃至第(7)号の規定のいずれかに基づ

く繰上償還の公告を行った場合、以後他の事由に基づく

繰上償還の公告を行うことはできない。また、当社が本

項第(5)号若しくは本項第(7)号に基づき繰上償還の公告

を行う義務が発生した場合又は本項第(6)号①(イ)乃至

(ニ)に規定される事由が発生した場合には、以後本項第

(3)号若しくは本項第(4)号に基づく繰上償還の公告を行

うことはできない。

(10)当社は、法令又は振替機関の振替業に係る業務規程その

他の規則に別途定められている場合を除き、払込期日(別

記「払込期日」欄に定める。)の翌日以降いつでも本転換

社債を買入れることができる。買入れた本社債を消却す

る場合、当該本社債に付された本新株予約権は別記「新

株予約権の行使の条件」欄に従って行使できなくなるこ

とにより消滅する。

３．償還元金の支払場所

別記(注)７．「償還金の支払」記載の通り。

募集の方法 第三者割当の方法により、全額をドイツ銀行ロンドン支店に割

り当てる。

申込証拠金 該当事項なし。

申込期間 2018年６月７日

申込取扱場所
株式会社メニコン　財務＆ＩＲ部

愛知県名古屋市中区葵三丁目21番19号

払込期日
2018年６月７日

本新株予約権の割当日も同日とする。

振替機関
株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

担保
本転換社債には担保及び保証は付されておらず、また本転換社

債のために特に留保されている資産はない。

財務上の特約(担保提供制限) １．当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本転換社債発

行後、当社が国内で今後発行する他の転換社債型新株予約

権付社債に担保権を設定する場合は、本転換社債のために

も担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定す

る。なお、転換社債型新株予約権付社債とは、会社法第２

条第22号に定義される新株予約権付社債であって、会社法

第236条第１項第３号の規定により、新株予約権の内容とし

て当該新株予約権付社債を新株予約権の行使に際してする

出資の目的とする旨定めたものをいう。

２．前項に基づき設定した担保権が未償還の本社債を担保する

に十分でないときは、当社は本転換社債のために担保付社

債信託法に基づき担保権を設定する。

３．当社が吸収合併、株式交換又は吸収分割により、担保権の

設定されている吸収合併消滅会社、株式交換完全子会社又

は吸収分割会社の転換社債型新株予約権付社債を承継する

場合には、前２項は適用されない。

財務上の特約(その他の条項) １．当社は、いつでも本転換社債のために担保権を担保付社債

信託法に基づき設定することができる。

２．当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄又は前項に

より本転換社債のために担保権を設定する場合は、当社

は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その

旨を担保付社債信託法第41条第４項の規定に準じて公告す

る。
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(注) １．社債管理者の不設置

本転換社債は会社法第702条但書の要件を満たすものであり、社債管理者は設置されない。

２．社債、株式等の振替に関する法律の適用

本転換社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受け、振

替機関(別記「振替機関」欄に定める。以下同じ。)の振替業に係る業務規程その他の規則に従って取り扱わ

れるものとする。社債等振替法に従い本転換社債の社債権者(以下、本「２　新規発行新株予約権付社債(第

２回新株予約権付社債)」において「本社債権者」という。)が新株予約権付社債券の発行を請求することが

できる場合を除き、本転換社債に係る新株予約権付社債券は発行されない。社債等振替法に従い本転換社債

に係る新株予約権付社債券が発行される場合、かかる新株予約権付社債券は無記名式とし、本社債権者は、

かかる新株予約権付社債券を記名式とすることを請求することはできない。

３．担保提供制限に係る特約の解除

当社が、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄又は別記「財務上の特約(その他の条項)」欄により本転換

社債のために担保権を設定した場合は、以後、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄は適用されない。

４．期限の利益喪失に関する特約

当社は、次の各場合には本社債について期限の利益を喪失する。但し、別記「財務上の特約(担保提供制

限)」欄又は別記「財務上の特約(その他の条項)」欄により当社が本社債のために担保付社債信託法に基づ

き担保権を設定した場合には、本(注)４．(2)に該当しても期限の利益を喪失しない。

(1) 当社が、別記「償還の方法」欄第２項の規定に違背したとき。

(2) 当社が、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。

(3) 当社が、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第２項若しくは第３項、別記「財務上の特約(その他

の条項)」欄第２項又は本(注)５．に定める規定に違背し、本社債権者から是正を求める通知を受けた後

30日以内にその履行又は補正をしないとき。

(4) 当社が、本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来してもその弁済をすることがで

きないとき。

(5) 当社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、又は当社以外の社債若しくはその他

の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をす

ることができないとき。但し、当該債務の合計額(邦貨換算後)が５億円を超えない場合は、この限りでは

ない。

(6) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立てをし、又は解散(合併の場

合を除く。)の決議を行ったとき。

(7) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の決定、又は特別清算開始の命令を

受け、又は解散(合併の場合を除く。)したとき。

(8) 当社が、その事業経営に不可欠な資産に対し強制執行、仮差押若しくは仮処分の執行若しくは競売(公売

を含む。)の申立てを受け、又は滞納処分としての差押を受ける等当社の信用を著しく毀損する事実が生

じたとき。

５．社債権者に通知する場合の公告

本転換社債に関して社債権者に対し公告する場合には、当社の定款所定の方法によりこれを行う。但し、法

令に別段の定めがあるものを除き、公告の掲載に代えて本社債権者に対し直接に通知する方法によることが

できる。

６．社債権者集会

(1) 本転換社債の社債権者集会は、本新株予約権付社債の種類(会社法第681条第１号に定める種類をいう。)

の社債(以下「本種類の新株予約権付社債」という。)の社債権者により組織され、当社がこれを招集する

ものとし、社債権者集会の日の２週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げ

る事項を通知する。

(2) 本種類の新株予約権付社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。

(3) 本種類の新株予約権付社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入し

ない。)の10分の１以上にあたる本種類の新株予約権付社債を有する社債権者は、社債権者集会の目的で

ある事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して、社債権者集会の招集を請求することができ

る。

７．償還金の支払

本社債に係る償還金は、社債等振替法及び振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。

８．財務代理人

本社債の財務代理人はドイツ銀行東京支店とする。

財務代理人は、発行代理人及び支払代理人を兼ねるものとする。

財務代理人は、本社債の社債権者に対していかなる義務も責任も負わず、また本社債の社債権者との間にい

かなる代理関係又は信託関係も有しない。

９．本転換社債の募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされる予定であるが、その内容については下

記「募集又は売出しに関する特別記載事項　ロックアップについて」を参照のこと。

10．本転換社債について、当社の依頼により信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格

付はない。
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(新株予約権付社債に関する事項)

新株予約権の目的となる株式の種類 当社普通株式

当社普通株式の内容は、完全議決権株式で株主の権利に特に制

限のない株式であり、単元株式数は100株である。

新株予約権の目的となる株式の数 行使請求により当社が交付する株式の数は、同一の本転換社債

の新株予約権者(以下、本「２　新規発行新株予約権付社債(第

２回新株予約権付社債)」において「本新株予約権者」とい

う。)により同時に行使された本新株予約権に係る本社債の金額

の総額を当該行使請求の効力発生日において適用のある転換価

額で除して得られる数とする。この場合に１株未満の端数を生

ずる場合は、これを切り捨て、現金による調整は行わない。

新株予約権の行使時の払込金額 １．本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びそ

の価額

(1) 各本新株予約権の行使に際しては、当該各本新株予約権

に係る各本社債を出資するものとする。

 (2) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

は、各本社債の金額と同額とする。

 (3) 各本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数

を算出するにあたり用いられる価額(以下、本「２　新規

発行新株予約権付社債(第２回新株予約権付社債)」にお

いて「転換価額」という。但し、別記「組織再編行為に

伴う新株予約権の交付に関する事項」欄において、「転

換価額」は、承継新株予約権の行使により交付する承継

会社等の普通株式の数を算出するにあたり用いられる価

額をいう。)は、当社代表執行役社長又はその代理人が、

当社取締役会の授権に基づき、2018年５月21日(本転換社

債の発行決議日同日)の取引所における当社普通株式の普

通取引の終値の115％以上で、市場動向等を勘案して決定

する。但し、転換価額は本欄第２項第(1)号乃至第(7)号

に定めるところにより調整されることがある。

 ２．転換価額の調整

 (1) 当社は、本転換社債の発行後、本項第(2)号に掲げる各事

由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更

を生ずる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「新

株発行等による転換価額調整式」という。)をもって転換

価額を調整する。

 
 

     
既発行株式数＋

交付株式数×
１株当たり

の払込金額

調整後

転換価額
＝

調整前

転換価額
×

時価

既発行株式数＋交付株式数
 

 

 

(2) 新株発行等による転換価額調整式により転換価額の調整

を行う場合及びその調整後の転換価額の適用時期につい

ては、次に定めるところによる。

 

①　本項第(6)号②に定める時価を下回る払込金額をもって

その発行する当社普通株式又はその処分する当社の有

する当社普通株式を引き受ける者の募集をする場合。

 

調整後の転換価額は、払込期日又は払込期間の末日の

翌日以降、また、当該募集において株主に株式の割当

てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株

主を定めるための基準日の翌日以降これを適用する。

 
②　当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当

てをする場合。

 

調整後の転換価額は、当該株式分割又は無償割当てに

より株式を取得する株主を定めるための基準日(基準日

を定めない場合は、効力発生日)の翌日以降これを適用

する。
 

EDINET提出書類

株式会社メニコン(E31560)

有価証券届出書（参照方式）

27/43



 

 

③　本項第(6)号②に定める時価を下回る価額による当社普

通株式の交付と引換えに取得される証券(権利)若しく

は取得させることができる証券(権利)、本項第(6)号②

に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交

付を受けることができる新株予約権の交付と引換えに

取得される証券(権利)若しくは取得させることができ

る証券(権利)、又は本項第(6)号②に定める時価を下回

る価額をもって当社普通株式の交付を受けることがで

きる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含

む。)を発行する場合(但し、当社若しくはその関係会

社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

第８条第８項に定める関係会社をいう。)の取締役その

他の役員若しくは使用人に新株予約権を割り当てる場

合又は2018年５月21日付の取締役会決議に基づく第１

回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換社債型新株

予約権付社債間限定同順位特約付)の発行を除く。)。

なお、新株予約権無償割当ての場合(新株予約権付社債

を無償で割り当てる場合を含む。以下同じ。)は、新株

予約権を無償として当該新株予約権を発行したものと

して本③を適用する。

 

調整後の転換価額は、発行される証券(権利)又は新株

予約権(新株予約権の交付と引換えに取得される証券

(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)に

関して交付の対象となる新株予約権を含む。)の全てが

当初の取得価額で取得され又は当初の行使価額で行使

されたものとみなして新株発行等による転換価額調整

式を準用して算出するものとし、当該証券(権利)又は

新株予約権の払込期日又は払込期間の末日の翌日以

降、また、当該募集において株主に割当てを受ける権

利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるた

めの基準日(基準日を定めない場合は、その効力発生

日)の翌日以降これを適用する。

 

但し、本③に定める証券(権利)又は新株予約権の取得

の請求、取得又は行使により交付される普通株式の価

額が当該証券(権利)又は新株予約権が発行された時点

で確定していないときは、調整後の転換価額は、当該

価額が確定した日の翌日以降、当該価額の確定時点で

発行されている当該証券(権利)又は新株予約権の全て

が当該価額の確定時点の条件で請求、取得又は行使さ

れて当社普通株式が交付されたものとみなし、また、

本③に定める証券(権利)又は新株予約権の発行(新株予

約権無償割当ての場合を含む。)が当社に対する企業買

収の防衛を目的とする発行である旨を、当社が公表し

たときは、調整後の転換価額は、当該証券(権利)又は

新株予約権(新株予約権の交付と引換えに取得される証

券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)

については、交付の対象となる新株予約権を含む。)に

ついて、当該証券(権利)又は新株予約権の要項上、当

社普通株式の交付と引換えにする取得の請求若しくは

取得又は当該証券(権利)若しくは新株予約権の行使が

可能となった日(以下「転換・行使開始日」という。)

の翌日以降、転換・行使開始日において取得の請求、

取得又は当該証券(権利)若しくは新株予約権の行使に

より当社普通株式が交付されたものとみなして新株発

行等による転換価額調整式を準用して算出してこれを

適用する。
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④　本号①乃至③の場合において、株主に割当てを受ける

権利を与えるための基準日が設定され、かつ、効力の

発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当

社の機関の承認又は決定を条件としているときには、

本号①乃至③にかかわらず、調整後の転換価額は、当

該承認又は決定があった日の翌日以降これを適用す

る。この場合において、当該基準日の翌日から当該承

認又は決定があった日までに本新株予約権の行使請求

をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法によ

り、当社普通株式を交付する。但し、株式の交付につ

いては別記(注)３．の規定を準用する。

 

 

 
 

株式数＝

(調整前
転換価額

－
調整後
転換価額)

×
調整前転換価額に
より当該期間内に
交付された株式数

調整後転換価額
 

 

 
この場合に１株未満の端数を生じる場合は、これを切

り捨て、現金による調整は行わない。

 

(3) 当社は、本転換社債の発行後、本項第(4)号に定める特別

配当の支払いを実施する場合には、次に定める算式(以下

「特別配当による転換価額調整式」といい、新株発行等

による転換価額調整式と併せて「転換価額調整式」と総

称する。)をもって転換価額を調整する。

 

 

調整後
転換価額

＝
調整前
転換価額

×
時価－１株当たり特別配当

時価
 

 

 

「１株当たり特別配当」とは、特別配当を、剰余金の配

当に係る事業年度の最終の基準日における各社債の金額

(金１億円)当たりの本新株予約権の目的である株式の数

で除した金額をいう。１株当たり特別配当の計算につい

ては、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四

捨五入する。

 

(4) ①　「特別配当」とは、2021年５月25日までの間に終了

する各事業年度内に到来する配当に係る各基準日に

つき、当社普通株式１株当たりの剰余金の配当(会社

法第455条第２項及び第456条の規定により支払う金

銭を含む。金銭以外の財産を配当財産とする剰余金

の配当の場合には、かかる配当財産の簿価を配当の

額とする。)の額に当該基準日時点における各社債の

金額(金１億円)当たりの本新株予約権の目的である

株式の数を乗じて得た金額の当該事業年度における

累計額が、基準配当金(基準配当金は、各社債の金額

(金１億円)を2018年５月21日又はその翌日に決定す

る転換価額で除して得られる数値(円位未満小数第２

位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。)に27を

乗じた金額とする。)に当該事業年度に係る下記に定

める比率(当社が当社の事業年度を変更した場合に

は、下記に定める事業年度及び比率は合理的に修正

されるものとする。)を乗じた金額を超える場合にお

ける当該超過額をいう。

2019年３月末日に終了する事業年度　1.00

2020年３月末日に終了する事業年度　1.10

2021年３月末日に終了する事業年度　1.21

 

②　特別配当による転換価額の調整は、各事業年度の配

当に係る最終の基準日に係る会社法第454条又は第

459条に定める剰余金の配当決議が行われた日の属す

る月の翌月10日以降これを適用する。
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(5) 転換価額調整式により算出された調整後の転換価額と調

整前の転換価額との差額が１円未満にとどまる限りは、

転換価額の調整は行わない。但し、次に転換価額の調整

を必要とする事由が発生し転換価額を算出する場合は、

転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて、調整前転

換価額からこの差額を差引いた額を使用するものとす

る。

 
(6) ①　転換価額調整式の計算については、円位未満小数第

２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。

 

②　転換価額調整式で使用する「時価」は、新株発行等

による転換価額調整式の場合は調整後の転換価額を

適用する日(但し、本項第(2)号④の場合は基準日)又

は特別配当による転換価額調整式の場合は当該事業

年度の配当に係る最終の基準日に先立つ45取引日目

に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の

普通取引の毎日の終値(気配表示を含まない。)の平

均値(終値のない日数を除く。)とする。

 
この場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位ま

で算出し、小数第２位を四捨五入する。

 

③　新株発行等による転換価額調整式で使用する「既発

行株式数」は、当該募集において株主に株式の割当

てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える

株主を定めるための基準日、また、それ以外の場合

は、調整後の転換価額を適用する日の30日前の日に

おける当社の発行済普通株式数から、当該日におけ

る当社の有する当社普通株式の数を控除し、当該転

換価額の調整前に本項第(2)号又は第(7)号に基づき

交付株式数とみなされた当社普通株式のうち未だ交

付されていない当社普通株式の株式数を加えた数と

する。また、当社普通株式の株式分割が行われる場

合には、新株発行等による転換価額調整式で使用す

る交付株式数は、基準日における当社の有する当社

普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まな

いものとする。

 

(7) 当社は、本項第(2)号及び第(3)号に掲げた事由によるほ

か、次の各号に該当する場合は、転換価額の調整を適切

に行うものとする。

 

①　株式の併合、合併、会社分割、株式交換又はその他組

織再編行為のために転換価額の調整を必要とすると

き。

 

②　本号①のほか、当社の発行済普通株式数の変更又は変

更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整

を必要とするとき。

 
③　当社普通株式の株主に対する他の種類株式の無償割当

てのために転換価額の調整を必要とするとき。

 

④　転換価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生

し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出にあ

たり使用すべき時価が、他方の事由によって調整され

ているとみなされるとき。

 

３．本欄第２項第(1)号乃至第(7)号に定めるところにより転換

価額の調整を行うときは、当社は、調整後の転換価額の適

用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調

整を行う旨並びにその事由、調整前の転換価額、調整後の

転換価額及びその適用の日その他必要な事項を通知又は公

告する。但し、適用開始日の前日までに上記の通知又は公

告を行うことができないときは、適用開始日以降すみやか

にこれを行う。
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価額の総額
金4,000,000,000円

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額

１．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の

発行価格

本新株予約権の行使により株式を発行する場合の当社普通

株式１株の発行価格(会社法上の本新株予約権の行使に際し

てする出資の目的となる財産の１株当たりの価額)は、行使

された本新株予約権に係る本社債の金額の総額を、別記

「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の本新株予約

権の目的である株式の数で除して得られる金額となる。

 
２．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加

する資本金及び資本準備金に関する事項

 

(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において

増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出

される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算

の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り

上げるものとする。

 

(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において

増加する資本準備金の額は、本項第(1)号記載の資本金等

増加限度額から本項第(1)号に定める増加する資本金の額

を減じた額とする。

新株予約権の行使期間 本新株予約権者は、2018年６月14日から2021年５月25日までの

間(以下、本「２　新規発行新株予約権付社債(第２回新株予約

権付社債)」において「行使請求期間」という。)、いつでも、

本新株予約権を行使し、当社に対して当社普通株式の交付を請

求することができる。但し、以下の期間については、行使請求

をすることができないものとする。

 
(1) 当社普通株式に係る基準日又は株主確定日及びその前営

業日(振替機関の休業日でない日をいう。)。

 (2) 振替機関が必要であると認めた日。

 

(3) 組織再編行為において承継会社等の新株予約権を交付す

る場合で、本新株予約権の行使請求の停止が必要となる

ときは、当社が行使請求を停止する期間(当該期間は１か

月を超えないものとする。)その他必要な事項を当該期間

の開始日の30日前までに公告した場合における当該期

間。

 

(4) 別記「償還の方法」欄第２項第(3)号乃至第(7)号に定め

るところにより、2021年５月25日以前に本社債が償還さ

れる場合には、当該償還に係る元金が支払われる日の前

営業日以降。

 

(5) 別記「２　新規発行新株予約権付社債(第２回新株予約権

付社債)」(注)４．に定めるところにより、当社が本社債

につき期限の利益を喪失した場合には、期限の利益の喪

失日(当日を含む。)以降。
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新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及

び払込取扱場所

１．新株予約権の行使請求の受付場所

株主名簿管理人　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

２．新株予約権の行使請求の取次場所

 該当事項なし。

 ３．新株予約権の行使請求の払込取扱場所

 該当事項なし。

 ４．新株予約権の行使請求の方法

 

(1) 本新株予約権の行使請求は、本新株予約権者が本転換社

債の振替を行うための口座の開設を受けた振替機関又は

口座管理機関に対し行使請求に要する手続を行い、行使

請求期間中に当該振替機関又は口座管理機関により行使

請求の受付場所に行使請求の通知が行われることにより

行われる。

 
(2) 振替機関又は口座管理機関に対し行使請求に要する手続

を行った者は、その後これを撤回することができない。

新株予約権の行使の条件 各本新株予約権の一部について本新株予約権を行使することは

できないものとする。なお、当社が本転換社債を買入れ、本社

債を消却した場合には、当該本社債に付された本新株予約権を

行使することはできない。

自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件 該当事項なし。

新株予約権の譲渡に関する事項 本転換社債は、会社法第254条第２項本文及び第３項本文の定め

により本新株予約権又は本社債の一方のみを譲渡することはで

きない。

代用払込みに関する事項 各本新株予約権の行使に際しては、当該各本新株予約権に係る

各本社債を出資するものとする。各本新株予約権の行使に際し

て出資される財産の価額は、各本社債の金額と同額とする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す

る事項

当社が、組織再編行為を行う場合は、別記「償還の方法」欄第

２項第(5)号に基づき本社債の繰上償還を行う場合を除き、組織

再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の

新株予約権者に対して、当該新株予約権者の有する本新株予約

権に代えて、それぞれの場合につき、承継会社等の新株予約権

で、本欄第(1)号乃至第(9)号の内容のもの(以下「承継新株予約

権」という。)を交付する。この場合、組織再編行為の効力発生

日において、本新株予約権は消滅し、本社債に係る債務は承継

会社等に承継され、当該新株予約権者は、承継新株予約権の新

株予約権者となるものとし、本「２　新規発行新株予約権付社

債(第２回新株予約権付社債)」の本新株予約権に関する規定は

承継新株予約権について準用する。

 (1) 交付する承継会社等の承継新株予約権の数

 
組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新

株予約権の数と同一の数とする。

 (2) 承継新株予約権の目的である承継会社等の株式の種類

 承継会社等の普通株式とする。

 
(3) 承継新株予約権の目的である承継会社等の株式の数の算

定方法

 

行使請求に係る承継新株予約権が付された承継社債の金

額の総額を本欄第(4)号に定める転換価額で除して得られ

る数とする。この場合に１株未満の端数を生ずる場合

は、これを切り捨て、現金による調整は行わない。
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 (4) 承継新株予約権付社債の転換価額

 

組織再編行為の効力発生日の直前に本新株予約権を行使

した場合に本新株予約権者が得られるのと同等の経済的

価値を、組織再編行為の効力発生日の直後に承継新株予

約権の新株予約権者がこれを行使したときに受領できる

ように、承継新株予約権付社債(承継新株予約権を承継会

社等に承継された本社債に付したものをいう。以下同

じ。)の転換価額を定める。なお、組織再編行為の効力発

生日以後における承継新株予約権付社債の転換価額は、

別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第２項第(1)号

乃至第(7)号に準じた調整を行う。

 
(5) 承継新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及

びその価額又はその算定方法

 

交付される各承継新株予約権の行使に際しては、当該各

承継新株予約権に係る各社債を出資するものとし、各承

継新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、

当該各社債の金額と同額とする。

 (6) 承継新株予約権を行使することができる期間

 

組織再編行為の効力発生日(当社が別記「新株予約権の行

使期間」欄第(3)号に定める期間を指定したときは、当該

組織再編行為の効力発生日又は当該期間の末日の翌銀行

営業日のうちいずれか遅い日)から、別記「新株予約権の

行使期間」欄に定める本新株予約権の行使請求期間の満

了日までとする。

 (7) 承継新株予約権の行使の条件

 

各承継新株予約権の一部について承継新株予約権を行使

することはできないものとする。なお、承継会社等が承

継新株予約権付社債を買入れ当該承継新株予約権付社債

に係る社債を消却した場合には、当該社債に係る承継新

株予約権を行使することはできない。

 (8) 承継新株予約権の取得条項

 承継新株予約権の取得条項は定めない。

 
(9) 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合におけ

る増加する資本金及び資本準備金に関する事項

 

承継新株予約権の行使により株式を発行する場合におい

て増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算

出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計

算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切

り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本

金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とす

る。
 

(注)　上記「１　新規発行新株予約権付社債(第１回新株予約権付社債)(新株予約権付社債に関する事項)」の注記を

ご参照下さい。
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３ 【新株予約権付社債の引受け及び新株予約権付社債管理の委託】

該当事項なし

 

４ 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)

8,000,000,000 27,000,000 7,973,000,000
 

(注)　発行諸費用の概算額の内訳は、弁護士費用、登記費用、財務代理人費用、第三者評価機関による証券価値算定

費用等です。また、発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

 
(2) 【手取金の使途】

本件調達金額の総額は、合計8,000百万円(差引手取概算額の合計7,973百万円)となる予定であり、調達する資金

の具体的な使途は、次の通り予定しております。

 

具体的な使途 金額 支出予定時期

①　ディスポーザブルコンタクトレンズ製造
工場の増床

5,000百万円
2018年６月～
2020年３月

②　１日使い捨てコンタクトレンズ生産ラインの増設 1,600百万円
2018年６月～
2020年３月

③　定期交換コンタクトレンズ(主に２週間又は１ヶ月)
生産ラインの増設

500百万円
2018年６月～
2019年３月

④　既存生産ラインの付属設備及び製造管理システム
への投資等

873百万円
2018年６月～
2021年９月

 

(注)　ディスポーザブルコンタクトレンズとは、１日使い捨てコンタクトレンズと定期交換コンタクトレンズの総称

を意味します。

 

当社は、上記の通り、調達する資金を、①ディスポーザブルコンタクトレンズ製造工場の増床、②１日使い捨て

コンタクトレンズ生産ラインの増設、③定期交換コンタクトレンズ生産ラインの増設並びに④各工場の既存生産ラ

インの付属設備及び製造管理システムへの投資等へ充当する予定であり、具体的には以下の通りとなります。

なお、調達資金を実際に支出するまでは、銀行口座にて管理いたします。

 

①　ディスポーザブルコンタクトレンズの国内外の需要増に対応するため、各務原工場において１日使い捨てコ

ンタクトレンズ生産ラインの更なる増設及び定期交換コンタクトレンズ生産ラインの新設を見据えて行う各

務原工場の増床のための資金に充当いたします。

 

②　国内および海外への供給拡大のため、各務原工場におけるシリコーンハイドロゲル素材を用いた１日使い捨

てコンタクトレンズの生産ライン２本の増設のための資金に充当いたします。これにより、現状の生産ライ

ン３本から５本に増設されます。

 

③　今後の定期交換コンタクトレンズの需要拡大に対応するため、関工場における定期交換コンタクトレンズの

生産ライン１本の増設のための資金に充当いたします。これにより、現状の生産ライン７本から８本に増設

されます。

 

④　各務原工場及び関工場における既存生産ラインの付属設備及び生産ライン安定稼働を目的とした製造管理シ

ステムへの投資のための資金に充当いたします。
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第２ 【売出要項】

　

該当事項なし

 
【募集又は売出しに関する特別記載事項】

 

ロックアップについて

本転換社債の募集に関連して、当社、大株主である田中英成及びその資産管理会社である株式会社マミは、割当予定

先との間で、本転換社債に係る第三者割当契約(以下「本第三者割当契約」といいます。)の締結日に始まり本転換社債

の払込期日の180日後に終了する期間中、割当予定先の事前の書面による承諾なしに、当社普通株式又は当社普通株式に

転換若しくは交換できる証券の申込みの勧誘、担保提供、発行、売付け、売却契約、購入オプションの付与、購入権の

付与、引受権の付与、貸付けその他の移転若しくは処分及びこれに類する一定の行為(但し、会社法第192条第１項に基

づく単元未満株式の買取請求による発行会社の普通株式の売却又は譲渡、田中英成並びに株式会社マミとの間で行われ

る発行会社の普通株式の売却又は譲渡、株式会社東京証券取引所、株式会社名古屋証券取引所及び日本証券金融株式会

社が発行会社の普通株式を貸借銘柄に選定するにあたって行われる日本証券金融株式会社に対する発行会社の普通株式

の貸付けを除きます。)を行わない旨を払込期日付で合意することを予定しております。
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第３ 【第三者割当の場合の特記事項】

 

１ 【割当予定先の状況】
 

a.割当予定
先の概要

名称 ドイツ銀行(Deutsche Bank Aktiengesellschaft)

本店の所在地

ドイツ連邦共和国 60325 フランクフルト・アム・マイ
ン タウヌスアンラーゲ 12
(Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Federal
Republic of Germany)

直近の有価証券報告書等の提出日

有価証券報告書
(2016年度(自　2016年１月１日　至　2016年12月31日))
2017年６月29日関東財務局長に提出
有価証券報告書(2016年度)の訂正報告書
2017年６月29日関東財務局長に提出

b.提出者と
割当予定
先との間
の関係

出資
関係

当社が保有している割当予定先の
株式の数

０株

割当予定先が保有している当社の
株式の数

20,230株

人事関係 該当事項なし。

資金関係 該当事項なし。

技術関係 該当事項なし。

取引関係 該当事項なし。
 

 

ｃ．割当予定先の選定理由

当社は、様々な資金調達手法について協議・検討した結果、以下に述べる通り、ドイツ銀行グループの日本法人

であるドイツ証券株式会社から提案を受けた本スキームが現時点において当社にとって最適な手法であること、か

つ割当予定先としてドイツ銀行ロンドン支店を選定するのが最善であるとの結論に至ったため、2018年５月21日開

催の当社取締役会において、本転換社債の発行を決議いたしました。なお、ドイツ銀行ロンドン支店は、ドイツ連

邦共和国の法律に基づいて設立されたドイツ銀行の英国ロンドンにおける支店であり、その法人格は同一となりま

す。

当社は、ドイツ銀行グループ以外の国内外の金融機関からも様々な提案を受けましたが、今回の資金調達では、

当初での資金調達と併せて、当社の業績や企業価値が向上する場面を着実に捉えた資本の拡充ができる方法を選択

したいと考えておりました。ドイツ銀行グループより提案を受けたTIP型資金調達は、将来の株価上昇に応じた段階

的な資本増強を目指すものであり、既存株主の利益に配慮すると同時に、転換価額を段階的に設定することで、当

社が目指す企業価値の向上プロセスを明確化するとともに、当社の中長期的な業績や企業価値の向上とそれらに応

じた資本の拡充を組み合わせることが可能となります。

また、ドイツ銀行グループは、本転換社債に類似する転換証券案件において世界有数の実績を有しており、調達

を確実に実現する観点からも、割当予定先として最適であると判断いたしました。

(注)　ドイツ銀行ロンドン支店に対する本転換社債の発行は、日本証券業協会会員であるドイツ証券株式会社の斡

旋を受けて行われたものであり、日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」の適

用を受けて募集が行われるものです。

 

ｄ．割り当てようとする株式の数

第１回転換社債に付された新株予約権の全てが、2018年５月18日の取引所における当社普通株式の普通取引の終

値の105％に相当する金額を転換価額として行使された場合に交付される株式の数は1,263,400株です。

第２回転換社債に付された新株予約権の全てが、2018年５月18日の取引所における当社普通株式の普通取引の終

値の115％に相当する金額を転換価額として行使された場合に交付される株式の数は1,153,400株です。
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ｅ．株券等の保有方針

当社は、本件割当予定先であるドイツ銀行ロンドン支店との間で、本転換社債についての継続保有の取り決めは

しておりません。

当社は割当予定先であるドイツ銀行ロンドン支店の方針として、本転換社債の買受け後、本社債部分のリスクの

軽減を目的として、本転換社債の一部又は全部を信託口座(別途ドイツ証券株式会社により設定された、委託者及び

受益者をドイツ証券株式会社、受託者をドイチェ信託株式会社とする信託。以下「本件信託」といいます。)に対し

て額面金額で譲渡する可能性がある旨、またその場合、本件信託は、複数の国内金融機関等から本転換社債の額面

金額と同額の融資を受けることによって、譲渡代金を調達する予定である旨の説明を受けております。

また、本件信託は信託財産として本件信託に信託される本転換社債を引き渡すことを請求する権利を有する受益

権を発行し、当該受益権を行使することのできる権利(以下「本件プット権」といいます。)をドイツ銀行ロンドン

支店が有することとなり、本件プット権を行使した場合には、本件信託から本転換社債を取得した上で、当該本転

換社債に付された本新株予約権を行使することになる旨、本件プット権は海外機関投資家に転売される可能性があ

る旨についても併せて説明を受けております。

※　上記に記載される、ドイツ銀行ロンドン支店による本転換社債の本件信託への譲渡は、その対象となる本転換

社債に係る議決権の数の合計が当社の総株主等の議決権の数の５％以上となる場合には、金融商品取引法第167

条第１項及び同法施行令第31条に規定する公開買付けに準ずる行為として政令で定める「買集め行為」に該当

する可能性がありますので、本件信託の受託者であるドイチェ信託株式会社からの要請により、金融商品取引

法施行令第30条第１項第４号に基づき2018年５月21日に発表の「ドイチェ信託株式会社による株式会社メニコ

ン(証券コード７７８０)転換社債型新株予約権付社債の買付けの決定に関するお知らせ」も併せてご覧下さ

い。

 

ｆ．払込みに要する資金等の状況

ドイツ銀行ロンドン支店からは、本転換社債の払込金額(発行価額)の総額の払込みに要する資金は確保されてい

る旨の報告を受けており、割当予定先の直近の通期レポート(2018年２月２日提出)に記載されている財務諸表等か

ら、純資産額は631億ユーロ(約８兆6,636億円、換算レート１ユーロ132.39円(2018年４月27日の仲値))(連結、2017

年12月31日現在)であると確認している他、本転換社債の払込金額(発行価額)の総額の払込みについては本第三者割

当契約においてドイツ銀行ロンドン支店の義務として確約されることから、当社としてかかる払込みに支障はない

と判断しております。

 

ｇ．割当予定先の実態

割当予定先であるドイツ銀行は、その株式をドイツ連邦共和国内の各証券取引所及び米国ニューヨーク証券取引

所に上場しており、ユーロ圏の中央銀行である欧州中央銀行(European Central Bank)及びドイツ連邦共和国の行政

機関であるドイツ連邦金融監督庁(Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht(BaFin))の監督及び規制を

受けております。また、ドイツ銀行ロンドン支店は、イングランド銀行(Bank of England)(プルーデンス規制機構

(Prudential Regulation Authority))及び英国金融行為監督機構(Financial Conduct Authority)の監督及び規制を

受けております。

また、ドイツ銀行は本邦にも東京支店を有しており、外国銀行支店として銀行法に基づき金融庁の監督及び規制

を受けており、ドイツ銀行グループの国内法人であるドイツ証券株式会社は、金融商品取引業者として登録済み(登

録番号：関東財務局長(金商)第117号)であり、監督官庁である金融庁の監督及び規制に服するとともに、その業務

に関連する国内の自主規制機関(日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業

協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会)に所属し、その規則の適用を受けております。

当社は、欧州中央銀行ホームページ、ドイツ連邦金融監督庁ホームページ、英国金融行為監督機構ホームペー

ジ、ドイツ銀行のアニュアルレポート等でドイツ銀行の属するグループが諸外国の監督及び規制の下にある事実に

ついて確認しており、また本件の斡旋を行うドイツ証券株式会社の担当者との面談によるヒアリング内容も踏ま

え、割当予定先及び割当予定先の役員又は主要株主(主な出資者)が暴力若しくは威力を用い又は詐欺その他の犯罪

行為を行うことにより経済的利益を享受しようとする個人、法人その他の団体(以下「反社会的勢力」といいま

す。)ではなく、かつ反社会的勢力とは関係がないものと判断しております。なお、当社は割当予定先及び割当予定

先の役員又は主要株主（主な出資者）が反社会的勢力ではなく、かつ反社会的勢力と関係がないことを示す確認書

を取引所に提出しております。
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２ 【株券等の譲渡制限】

本転換社債には譲渡制限は付されていません。

 

３ 【発行条件に関する事項】

(1) 発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方

当社は、本転換社債の発行全体としては、一般的な公募で見られる、発行価額と償還金額を同額とする実質的な

ゼロ金利での発行を所与としつつ、企業価値の今後の増大に併せた段階的な資本増強達成を可能とするため、第１

回転換社債及び第２回転換社債に関して異なる転換価額及び発行価額を設定しております。

当社は、本転換社債の発行条件の決定に際して、公正性を期すため、独立した第三者算定機関(株式会社赤坂国際

会計、代表者：黒崎知岳、住所：東京都港区元赤坂一丁目１番８号)に本転換社債の価格の評価を依頼しました。

当該算定機関は、本転換社債の発行要項等に定められた諸条件を相対的に適切に算定結果に反映できる価格算定

モデルとして、一般的な価格算定モデルのうちモンテカルロ・シミュレーションを用いて本転換社債の評価を実施

しています。また、当該算定機関は、本転換社債の発行要項等に定められた諸条件、評価基準日の市場環境、当社

及び割当予定先の権利行使行動並びに割当予定先の株式保有動向等を考慮した一定の前提(転換価額の水準、120％

ソフトコール条項等の諸条項及びソフトコール可能な期間・株価水準においては本転換社債の割当予定先により本

転換社債が転換されることを含みます。)を置き、本転換社債の評価を実施しました。

当社は、当該算定機関より、第１回転換社債及び第２回転換社債のそれぞれにつき、各本新株予約権の実質的対

価(本社債に本新株予約権を付すことにより当社が得ることのできる金利減免等の経済的利益)と各本新株予約権の

公正な価値が概ね見合っているとの評価結果（以下「本算定結果」といいます。）を得ていることを確認した上

で、また当社の事業環境及び財務状況その他の事情を総合的に勘案し、各本転換社債の発行条件及び払込金額を決

定しており、各本転換社債の発行が特に有利な条件に該当しないものと判断いたしました。なお、転換価額は、当

社の代表執行役社長又はその代理人が、本取締役会の授権に基づき、2018年５月21日の当社普通株式の普通取引の

終値を基準として、第１回転換社債についてはその105％以上で、第２回転換社債についてはその115％以上で、市

場動向等を勘案して決定されますが、本算定結果は、2018年５月18日の当社普通株式の普通取引の終値を基準とし

て、授権の下限となる価額水準(第１回転換社債については5％、第２回転換社債については15％の転換プレミアム

(アップ率))を前提として算定されております。

また、当社監査委員会から、本算定結果を参照した上で、本算定結果は金融工学や市場動向等に精通し、かつ、

当社及び割当予定先から独立した外部専門家たる第三者算定機関により算定されたものであること、並びに上記の

発行条件において本新株予約権の実質的対価(本社債に本新株予約権を付することによって当社が得ることのできる

金利減免等の経済的利益)と本新株予約権の公正価値が概ね見合っているとの説明及びその算定方法に著しく不合理

な点が認められないことからすると、これらに基づき当社取締役会において決定された本転換社債の発行条件は割

当予定先に特に有利ではなく、適法である旨の意見を得ております。

 

(2) 発行数量及び株式の希薄化の規模の合理性に関する考え方

本転換社債が全て転換された場合に交付される株式数(第１回転換社債及び第２回転換社債の転換価額を、それぞ

れ2018年５月18日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の105％及び115％と仮定して算出した見込数の

合計値。以下同じです。)は2,416,800株(議決権数24,168個)であり、希薄化率(2018年３月31日現在の当社の発行済

株式総数である36,804,000株(総議決権数351,709個)を分母とします。)は6.6％(議決権における割合は、総議決権

数の6.9％)に相当します。

しかしながら、前述の通り、今回調達した資金を一層の事業拡大と財務基盤の強化のために充当し、当社事業の

中長期的な発展を志向していく予定であることから、将来的に増大することが期待される収益力との比較におい

て、希薄化の規模は合理的であると判断しました。

また、今般の資金調達については、本転換社債が全て転換された場合に交付される株式数2,416,800株に対し、取

引所における当社普通株式の過去６ヵ月における１日当たり平均出来高は115,088株であり、一定の流動性を有して

いることから、本転換社債の発行は市場に過度の影響を与える規模ではなく、希薄化の規模は合理的であると判断

しました。
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４ 【大規模な第三者割当に関する事項】

該当事項なし。

 

５ 【第三者割当後の大株主の状況】
 

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

総議決権数
に対する所
有議決権数
の割合
(％)

割当後の
所有株式数

(株)

割当後の総
議決権数に
対する所有
議決権数の
割合(％)

ドイツ銀行ロンドン支店(ド
イチェバンクアゲーロンドン
6100)
(常任代理人ドイツ証券)

Winchester House, 1 Great
Winchester Street, London
EC2N 2DB, England, UK
(東京都千代田区永田町二丁
目11番1号　山王パークタ
ワー)

20,230 0.06 2,437,030 6.50

メニコン社員持株会
愛知県名古屋市中区葵三丁
目21番19号

2,179,322 6.21 2,179,322 5.81

株式会社トヨトミ
愛知県名古屋市千種区山門
町１丁目48－８

1,982,000 5.65 1,982,000 5.28

日本トラスティ・サービス信
託銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海一丁目８
番11号

1,932,600 5.51 1,932,600 5.15

田中　英成 愛知県名古屋市名東区 1,826,000 5.20 1,826,000 4.87

塚本　香津子 愛知県名古屋市名東区 1,414,000 4.03 1,414,000 3.77

日本マスタートラスト信託銀
行株式会社(信託口)

東京都港区浜松町２丁目11
番３号

1,231,000 3.51 1,231,000 3.28

株式会社マミ
愛知県名古屋市名東区社台
１丁目222

1,034,000 2.95 1,034,000 2.76

株式会社三菱東京UFJ銀行
東京都千代田区丸の内２－
７－１

800,000 2.28 800,000 2.13

田中　康範 愛知県名古屋市千種区 682,000 1.94 682,000 1.82

株式会社近藤紡績所
愛知県名古屋市中区丸の内
２丁目18番25号

660,000 1.88 660,000 1.76

計 ― 13,761,152 39.2 16,177,952 43.1
 

(注) １．2018年１月１日付で１株につき２株の割合で株式分割を実施したため、割当前の「所有株式数」及び「総議

決権数に対する所有議決権数の割合」は、2017年９月30日現在の株主名簿上の株式数に、当該株式分割によ

る株式数の増加を反映しております。但し、ドイツ銀行ロンドン支店の割当前の「所有株式数」及び「総議

決権数に対する所有議決権数の割合」は、2018年５月15日現在の所有株式数により算出しております。

２．「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、「割当後の所有株式数」(2018年１月１日付株式

分割による株式数の増加を反映しております。)に係る議決権の数を、「総議決権数に対する所有議決権数

の割合」の算出に用いた総議決権数に、第１回転換社債が2018年５月18日の取引所における当社普通株式の

普通取引の終値の105％に相当する金額を転換価額として全て転換された場合に交付される株式の数

(1,263,400株)及び第２回転換社債が2018年５月18日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の

115％に相当する金額を転換価額として全て転換された場合に発行される当社株式(1,153,400株)に係る議決

権の数を加えた数で除して算出しております。

３．割当前の「総議決権数に対する所有議決権数の割合」及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割

合」は、小数点以下第３位を四捨五入して算出しております。

４．割当予定先であるドイツ銀行ロンドン支店の「割当後の所有株式数」は、ドイツ銀行ロンドン支店が、第１

回転換社債が2018年５月18日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の105％に相当する金額を転

換価額として全て転換された場合に発行される当社株式(1,263,400株)及び第２回転換社債が2018年５月18

日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の115％に相当する金額を転換価額として全て転換され

た場合に発行される当社株式(1,153,400株)を全て保有したと仮定した場合の数となります。ドイツ銀行ロ

ンドン支店は、株価及び出来高の状況等により、本転換社債が転換された場合に交付される当社株式を短期

で売却する可能性があります。なお、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第11条は、銀行業を

営む会社は、原則他の事業会社(保険会社を除きます。)の総株主の議決権の５％を超えて保有することはで

きない旨定めていますので、ドイツ銀行ロンドン支店は、原則として当社発行済株式の５％を超えて保有す

ることはできません。
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６ 【大規模な第三者割当の必要性】

該当事項なし。

 

７ 【株式併合等の予定の有無及び内容】

該当事項なし。

 

８ 【その他参考になる事項】

該当事項なし。

 

第４ 【その他の記載事項】

該当事項なし。
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第二部 【公開買付けに関する情報】

 

該当事項なし。

 

第三部 【参照情報】

 

第１ 【参照書類】

 

会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照

すること。

 

１ 【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度　第60期(自2016年4月１日　至2017年３月31日)2017年６月30日東海財務局長に提出　

 

２ 【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度　第61期第１四半期(自2017年４月１日　至2017年６月30日)2017年８月９日東海財務局長に提出

 

３ 【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度　第61期第２四半期(自2017年７月１日　至2017年９月30日)2017年11月14日東海財務局長に提出

 

４ 【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度　第61期第３四半期(自2017年10月１日　至2017年12月31日)2018年２月９日東海財務局長に提出

 

５ 【臨時報告書】

１の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2018年５月21日)までに、金融商品取引法第24条の５第４項

及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を2017年６月30日に東海

財務局長に提出

 

第２ 【参照書類の補完情報】

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載さ

れた「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本有価証券届出書提出日(2018年５月21日)ま

での間において変更及び追加すべき事項が生じております。当該変更及び追記箇所については＿＿＿罫で示しておりま

す。

なお、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、下記の「事業等のリスク」に記載され

たものを除き、当該事項は本有価証券届出書提出日（2018年５月21日）現在においてもその判断に変更はなく、また新

たに記載すべき将来に関する事項もありません。

 
「事業等のリスク」

　有価証券報告書等に記載した当社グループの事業の状況、経理の状況などに関する事項のうち、リスク要因となる可

能性がある事項およびその他の投資者の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる事項には以下のようなものがありま

す。また、リスク要因に該当しない事項についても、投資者の投資判断上重要であると考えられる事項については、投

資者に対する積極的な情報開示の観点から以下に開示しております。当社グループはこれらのリスク発生の可能性を認

識したうえで、発生の回避および発生した場合の対応に努める方針であります。

　なお、以下の記載のうち将来に関する事項は、別段の記載がない限り、本有価証券届出書提出日（平成30年５月21

日）現在において当社グループが判断したものであり、将来において発生の可能性があるすべてのリスクを網羅するも

のではありません。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（中略）

 

　（6）情報漏洩について

　当社グループでは、製品、販売および個人情報等の情報をコンピュータにより管理しており、システム上のトラブル
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など、万が一の場合に備えて保守・保全の対策を講じるとともに、情報管理体制の徹底に努めております。

　しかしながら、近時、当社連結子会社が運営するインターネットサイトに対する第三者による不正アクセスとこれに

よる被害の発生が確認されております。このようなシステムの脆弱性を利用した外部からの攻撃、不正アクセスやコン

ピュータウイルス感染などによって情報漏洩が発生した場合には、顧客および取引先からの損害賠償請求の対象とな

り、また当該事案に対応するための費用を要する可能性があるほか、当社グループの社会的信用に大きく影響を及ぼす

可能性があり、その結果、当社グループの事業、業績及び財政状態に重要な影響を及ぼす可能性があります。また、当

社グループは、事業買収等により取得した子会社等を含め、国内外に多数のグループ会社を有しておりますが、かかる

グループ会社等に対し、適切なグループガバナンスが及ばず、または、システム・セキュリティを含む様々なリスクに

対するモニタリングやコントロールが十分に及ばないなど、リスクマネジメントが適切に機能しない場合には、当社グ

ループの事業、業績及び財政状態に重要な影響を及ぼす可能性があります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（後略）

　　

 

第３ 【参照書類を縦覧に供している場所】

株式会社メニコン

 (愛知県名古屋市中区葵三丁目21番19号)

株式会社東京証券取引所

 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

株式会社名古屋証券取引所

 (愛知県名古屋市中区栄三丁目８番20号)
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第四部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項なし。

 

第五部 【特別情報】

 

該当事項なし。
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